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　竹富島は、石垣港から船で約 10
分、周囲 9.2Km、面積 5.42㎢、人
口327人、世帯数172世帯（H20.9
末住基台帳）の沖縄県では唯一、国
の『町並み保存地区』に選定されて
いる島です。赤瓦屋根の民家と珊瑚
石灰岩の石垣、色鮮やかなブーゲ
ンビリアやハイビスカスの香り漂
う沖縄伝統的な町並みは、『新おき
なわの観光名所 100 選』や『日本
のかおり 100 選』に認定されてお
り、南国特有ののどかなたたずまい
は、八重山観光のメッカとして脚光
を浴びています。
　その竹富島で、国の「重要無形民
俗文化財」の指定を受け、約 600
年の伝統があると言われている『種
子取祭（タナドゥイ）』が旧暦 9月
の庚寅、辛卯の 2日間（今年は 10
月 17日～ 18日）行われ、80点余
りの伝統芸能が神々に奉納されまし
た。
　この島には「かしくさや　うつぐ
みどまさる」（一致協力することが
何よりも大切である。）という言葉
があり、島人の考え方の基本となっ
ています。種子取祭には島を離れた
人々も里帰りして祭りに参加し、大
勢の人で島は祭り一色で賑わいを見
せました。
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宮古上布みやこ
じょうふ

群星（むりぶし）とは、沖縄の方言で「昴星（すばる）」のことで「ぶりぶし」、「むるぶし」とも呼ばれています。★本誌タイトルについて★

1583 年に宮古の稲石という女性が、台風に遭遇し沈没寸前
であった進貢船を救った功績から夫の真栄を間切頭主に任命した時の琉球国王尚永
王に対して、感謝の気持ちを込めて「細綾錆上布」（ほそあやさびじょうふ）を献上し
たのが始まりと伝えられています。
　上布とは、麻を原料に手で紡いだ糸で織った織物のことです。宮古上布は多年生
低木である苧麻（ちょま）の茎から取り出した繊維を１本 1本手で紡いで作られた非
常に細い糸から製織されます。
　宮古上布の製織は非常に忍耐のいる作業であり、１反織りあげるのに熟練した織
子でも4ヶ月ほどかかります。琉球藍で染められた深い紺、伝統的な十字絣の柄が
特徴で、通気性が良く、丈夫であり、また、軽くて退色しにくいこと等から夏物着尺
を代表する高級紺上布として珍重されています。
　宮古島内で苧麻の栽培から糸積み、染め、製織等の全工程を手作業で一貫して行っ
ていること等から、昭和 53 年には国指定重要無形文化財として指定されました。

産地組合：
宮古織物事業協同組合
（昭和 50 年２月17日伝産指定）
伝統的工芸品とは
伝統的技術又は技法によって製造された工芸品で
経済産業大臣が指定したものをいいます。沖縄で
は13 品目が指定されています。
http://www.miyako-net.ne.jp/̃m-joofu/index.html

宮古上布は、

（
登
録
商
標
）

〈表紙写真〉

【種
タナドゥイ

子取祭】

（竹富島）

就任のご挨拶

地域の目 「沖縄開国への道」

なかゆくい ＊シリーズ④　～こだわり農産物のお話～

「沖縄 IT津梁パーク」の整備始まる内閣府だより

お知らせ

プロフィール

総務部・開発建設部
沖縄総合事務局の防災への主な取組
経済産業部・農林水産部
農商工等連携事業促進法に基づく事業計画第1号認定
仕事の窓①　財務部
第 18 回法人企業景気予測調査（平成 20 年 7～ 9月調査）沖縄管内分
仕事の窓②　経済産業部
うるま市企業立地促進基本計画を経済産業大臣が同意（県内第一号）！
仕事の窓③　経済産業部
『2008 年版通商白書』及び『2008 年版不公正貿易報告書』説明会を開催
仕事の窓④　経済産業部
消費者の安全を守るために
仕事の窓⑤　開発建設部
裁判員制度に向けた施設整備
仕事の窓⑥　運輸部
「西原町乗合タクシー・バス運行実証実験」実施中！
総　務　部　消費者が良い商品・サービスを安心して選べる環境を守るための取組
経済産業部　「NSPA 2008 OKINAWA ─国際的なスパに関する会議と展示会─」開催
経済産業部　うるま市「新エネルギー等導入促進セミナー及び現地研修会」を開催
運　輸　部　沖縄県で初めて「沖縄EST創発セミナー」を開催しました
財　務　部　金融庁業務説明会開催
農林水産部　「お米の日にちなんだパネル展」を開催
運　輸　部　平成20年度船員労働安全衛生月間の実施

シンバホールディングス株式会社
代表取締役社長   安 里 繁 信

内閣府特命担当大臣   佐藤 　勉

内閣府特命担当大臣   佐藤 　勉
内 閣 府 副 大 臣   宮澤 洋一
内閣府大臣政務官   松浪 健太

特
集

局
の
動
き

仕
事
の
窓



「平和の火」前の大臣（平和祈念公園）
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こ
の
た
び
、
麻
生
内
閣
に
お
い

て
沖
縄
を
担
当
す
る
内
閣
府
特
命

担
当
大
臣
に
就
任
い
た
し
ま
し

た
。

　

大
臣
就
任
後
、
ま
ず
は
現
地
に

赴
き
、
地
元
の
方
々
と
意
見
交
換

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
と

考
え
、
就
任
早
々
の
10
月
４
日
、

沖
縄
を
訪
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
訪
問
で
は
、
仲
井
眞
知

事
を
始
め
各
界
の
関
係
者
と
お
会

い
し
、就
任
の
御
挨
拶
と
と
も
に
、

沖
縄
を
め
ぐ
る
諸
課
題
に
つ
い
て

率
直
な
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
国
立
沖
縄
戦
没
者
墓
苑

等
の
参
拝
を
通
じ
、
先
の
沖
縄
戦

に
お
け
る
県
民
の
皆
様
の
筆
舌
に

尽
く
し
難
い
苦
難
と
と
も
に
、
平

和
の
尊
さ
へ
の
思
い
を
新
た
に
し

ま
し
た
。

　

普
天
間
飛
行
場
の
視
察
で
は
、

市
街
地
に
隣
接
し
て
広
が
っ
て
い

る
姿
を
実
際
に
見
て
、
一
日
も
早

い
移
設
・
返
還
の
必
要
性
を
実
感

し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

沖
縄
政
策
の
大
き
な
課
題
と
し

て
は
、
自
立
型
経
済
の
構
築
と
基

地
負
担
の
軽
減
が
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

自
立
型
経
済
の
構
築
に
向
け
て

は
、
観
光
や
沖
縄
の
魅
力
・
優
位

性
を
活
か
し
た
各
種
産
業
の
振

興
、
沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学

構
想
の
推
進
を
始
め
と
す
る
科
学

技
術
の
振
興
、
人
材
育
成
や
雇
用

の
安
定
な
ど
に
積
極
的
に
取
り
組

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
基
地
負
担
の
軽
減
に
つ

い
て
は
、
在
日
米
軍
施
設
・
区
域

の
集
中
に
よ
る
県
民
の
皆
様
の
御

負
担
が
少
し
で
も
軽
減
さ
れ
る
よ

う
、
地
元
の
方
々
の
声
を
し
っ
か

り
と
伺
い
、
関
係

機
関
に
伝
え
、
必

要
な
調
整
を
行
う

な
ど
、
政
府
と
沖

縄
と
の
橋
渡
し
役

を
務
め
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
訪
問
を

通
じ
て
、
現
地
の

方
々
の
御
意
見
を

伺
い
、
東
京
で
は

直
接
感
じ
る
こ
と

の
で
き
な
い
県
民

の
皆
様
の
思
い
や

地
域
の
実
態
の
一
端
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
沖
縄
の
た
め
に

何
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を

し
っ
か
り
と
考
え
、
沖
縄
担
当
大

臣
と
し
て
、
地
元
の
立
場
に
立
っ

て
、
今
後
の
沖
縄
の
更
な
る
振
興

に
全
力
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
。

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

佐さ　

藤と
う　

　

勉つ
と
む



　

平
成
20
年
９
月
29
日
付
け
で
、
沖

縄
及
び
北
方
対
策
を
担
当
す
る
内
閣

府
大
臣
政
務
官
に
、
松
浪
健
太
氏
が

就
任
し
ま
し
た
。

■
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　

平
成
15
年
衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙

で
初
当
選
。
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員

会
委
員
、
環
境
委
員
会
理
事
、
法
務

委
員
会
理
事
等
を
歴
任
。
平
成
19
年

安
倍
内
閣
で
厚
生
労
働
大
臣
政
務
官

に
就
任
、
福
田
内
閣
で
再
任
。
平
成

20
年
福
田
改
造
内
閣
に
お
い
て
、
内

閣
府
大
臣
政
務
官
に
就
任
、
麻
生
内

閣
に
お
い
て
再
任
。

　

大
阪
10
区
選
出

　

平
成
20
年
9
月
29
日
付
け
で
、
沖

縄
及
び
北
方
対
策
を
担
当
す
る
内
閣

府
副
大
臣
に
、
宮
澤
洋
一
氏
が
就
任

し
ま
し
た
。

■
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　

平
成
12
年
衆
議
院
議
員
選
挙
で
初

当
選
。
同
年
衆
議
院
青
少
年
特
別
委

員
会
、
外
務
委
員
会
、
厚
生
労
働
委

員
会
、
文
部
科
学
委
員
会
等
の
各
委

員
、
平
成
15
年
衆
議
院
厚
生
労
働
委

員
会
理
事
、
平
成
17
年
衆
議
院
議
院

運
営
委
員
会
理
事
、
厚
生
労
働
委
員

会
理
事
を
歴
任
。
平
成
20
年
福
田
改

造
内
閣
に
お
い
て
、
内
閣
府
副
大
臣

に
就
任
、
麻
生
内
閣
に
お
い
て
再
任
。

　

広
島
7
区
選
出

　

平
成
20
年
９
月
24
日
付
け
で
、
沖

縄
及
び
北
方
対
策
を
担
当
す
る
内
閣

府
特
命
担
当
大
臣
に
、
佐
藤
勉
氏
が

就
任
し
ま
し
た
。

■
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　

平
成
８
年
衆
議
院
議
員
選
挙
で
初

当
選
。
平
成
13
年
厚
生
労
働
大
臣
政

務
官
、
平
成
18
年
衆
議
院
議
員
総
務

委
員
会
委
員
長
、
平
成
19
年
総
務
副

大
臣
を
歴
任
。
平
成
20
年
麻
生
内
閣

に
お
い
て
、
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

（
沖
縄
及
び
北
方
対
策
）
に
就
任
。

　

栃
木
４
区
選
出

内
閣
府
大
臣
政
務
官
に

松ま
つ
な
み浪 

健け
ん
た太 

氏
が
就
任

内
閣
府
副
大
臣
に

宮み
や
ざ
わ澤 

洋よ
う
い
ち一 

氏
が
就
任

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
に

佐さ
と
う藤　

勉
つ
と
む 

氏
が
就
任
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14「沖縄開国への道」
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復
帰
以
来
、
三
次
三
十
年
間
に
及
ぶ
沖

縄
振
興
開
発
計
画
の
終
了
を
受
け
、
次
の

十
年
計
画
と
し
て
始
ま
っ
た
「
沖
縄
振
興

計
画
」。
国
家
の
、
そ
の
威
信
を
か
け
た

取
り
組
み
と
も
い
う
べ
き
一
大
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
、
２
０
１
１
年
度
を
も
っ
て
終
わ

り
を
告
げ
る
。
私
は
こ
の
年
を
「
沖
縄
開

国
」
の
分
岐
点
と
し
て
位
置
付
け
、
あ
ら

ゆ
る
局
面
で
そ
の
意
義
に
つ
い
て
問
い
か

け
て
き
た
。
確
か
に
沖
縄
は
、
各
種
開
発

事
業
の
お
か
げ
で
復
帰
後
劇
的
な
変
化
を

遂
げ
た
。
日
本
本
土
か
ら
か
け
離
れ
た
島

嶼
県
と
い
う
立
地
条
件
に
あ
り
な
が
ら
、

驚
く
ほ
ど
あ
ら
ゆ
る
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ

れ
、
今
や
沖
縄
県
民
は
日
本
と
い
う
国
家

に
守
ら
れ
な
が
ら
、
日
本
人
と
し
て
そ
の

利
益
や
権
利
、
そ
し
て
自
由
を
享
受
・
謳

歌
し
て
い
る
。
在
日
米
軍
施
設
は
依
然
と

し
て
存
在
す
る
も
の
の
、
人
々
は
か
つ
て

沖
縄
が
米
国
の
占
領
下
に
置
か
れ
て
い
た

時
代
の
歴
史
的
な
権
利
闘
争
時
の
課
題
か

ら
は
解
放
さ
れ
、
今
や
別
の
次
元
に
お
い

て
、
つ
ま
り
政
治
・
経
済
・
社
会
的
な
要

求
を
続
け
て
い
る
。
ひ
と
は
、
常
に
現
状

か
ら
脱
却
し
更
に
向
上
し
た
い
と
い
う
欲

求
を
持
つ
も
の
だ
か
ら
、
当
然
と
い
え
ば

当
然
だ
。
た
だ
、
復
帰
直
後
か
ら
連
綿
と

受
け
継
が
れ
て
き
た
他
力
本
願
的
な
「
待

ち
」
の
姿
勢
の
発
展
神
話
は
、
こ
れ
か
ら

は
通
用
し
な
い
。
期
限
が
三
年
余
に
迫
る

今
、
も
う
一
度
沖
縄
振
興
計
画
を
見
つ
め

直
し
、
そ
の
後
に
向
け
た
取
り
組
み
の
必

要
性
に
つ
い
て
こ
の
場
を
も
っ
て
考
え
て

み
た
い
。
こ
の
計
画
の
目
標
は
： 「
沖
縄

の
特
性
を
積
極
的
に
生
か
し
つ
つ
、
自
立

的
発
展
の
基
礎
条
件
を
整
備
し
、
豊
か
な

地
域
社
会
を
形
成
す
る
と
と
も
に
…
…
」

と
あ
る
。
私
は
こ
の
「
自
立
的
発
展
」
こ

そ
が
、「
沖
縄
開
国
」
に
向
け
た
キ
ー
ワ
ー

ド
だ
と
考
え
て
い
る
。

「
自
立
」、「
創
造
」
＆
「
成
長
」、
そ
し
て

道
州
制

　

冒
頭
述
べ
た
よ
う
に
、
我
が
県
は
那
覇

市
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
の
イ
ン
フ
ラ
水

準
は
本
土
の
一
部
地
方
都
市
と
比
較
し

て
遜
色
な
い
ど
こ
ろ
か
、
都
会
並
み
と

い
っ
て
も
い
い
程
だ
。
ま
た
、
こ
こ
数
年

来
、
一
千
万
人
の
誘
客
を
目
標
に
、
全
県

的
に
沖
縄
観
光
を
推
進
し
て
い
る
こ
と
と

併
せ
、
一
部
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
ホ
テ

ル
開
発
を
例
に
、
基
幹
産
業
で
あ
る
観
光

業
も
活
況
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た

政
府
が
観
光
庁
を
発
足
す
る
な
ど
、
追
い

風
的
な
時
勢
も
あ
り
、
一
見
す
る
と
、
沖

縄
が
経
済
的
に
発
展
を
し
続
け
て
い
き
そ

う
な
勢
い
だ
。
日
本
の
地
方
都
市
で
、
本

県
に
の
み
見
ら
れ
る
こ
れ
ら
特
異
な
現
象

は
、
四
十
年
近
く
に
及
ぶ
振
興
計
画
の
賜

物
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

沖
縄
の
地
方
益
と
い
う
観
点
で
見
た
時
、

果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問

が
頭
を
も
た
げ
て
く
る
。「
道
州
制
」
の

導
入
と
い
う
地
方
行
政
の
変
革
の
可
能
性

に
加
え
、近
い
将
来
の
経
済
構
造
の
変
革
、

つ
ま
り
保
護
政
策
が
取
り
払
わ
れ
、
既
得

権
が
通
用
し
な
い
、
競
争
原
理
社
会
が
到

来
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
が
ど
う
抵
抗

し
よ
う
が
、
確
実
な
の
だ
。

　

こ
れ
ま
で
の
沖
縄
経
済
は
、戦
後
の「
早

い
者
勝
ち
」
や
復
帰
後
は
「
特
別
措
置
」

の
名
の
下
に
、
保
護
政
策
に
守
ら
れ
た
一

部
の
既
得
権
益
者
が
、
そ
の
含
み
を
十
分

活
用
し
成
長
・
発
展
し
て
き
た
。
そ
こ
に

は
純
粋
な
意
味
で
の
競
争
原
理
は
存
在
せ

ず
、本
土
と
比
較
す
る
と
相
対
的
に
は「
弱

者
」
で
あ
る
既
得
権
益
者
は
、
あ
ら
ゆ
る

業
種
業
態
に
存
在
し
、
そ
の
都
度
保
護
政

策
や
（
外
部
者
が
入
れ
な
い
）
各
種
規
制

の
延
長
な
ど
を
陳
情
し
続
け
、
何
と
か
生

き
延
び
て
き
た
。
も
う
、
そ
う
は
な
ら
な

い
時
代
が
到
来
す
る
現
状
、
果
た
し
て
地

方
政
治
・
経
済
界
の
態
勢
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
こ
の
ま
ま
で
は
、2
0
1
1
年
以
降
、

沖
縄
を
愛
し
、
こ
の
地
に
住
ま
う
普
通
の

人
が
地
方
自
治
や
経
済
活
動
の
中
心
で
関

わ
る
道
は
狭
く
な
る
ば
か
り
だ
。

　

競
争
力
を
つ
け
る
こ
と
、
そ
れ
は
ま
さ

し
く
「
自
立
」
に
よ
っ
て
の
み
実
現
す
る
。

自
己
責
任
に
お
い
て
、
決
め
た
こ
と
を
実

行
す
る
の
み
。「
誰
か
が
助
け
て
く
れ
る

だ
ろ
う
」
で
は
な
く
、
自
分
で
考
え
て
行

動
す
る
こ
と
＝
「
人
材
育
成
」。「
こ
の
先

何
を
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
」と
い
っ
た
、

政
治
・
経
済
含
め
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
生
じ

る
問
題
に
対
し
、
人
材
育
成
に
基
づ
く
ア

イ
デ
ィ
ア
・
価
値
の
「
創
造
」
を
自
立
的

に
提
案
し
か
つ
実
行
し
て
い
く
こ
と
に
こ

そ
、「
成
長
」が
あ
る
の
だ
と
信
じ
て
い
る
。

こ
れ
ら
自
立
的
ア
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
、
地

域
益
の
み
に
固
執
し
な
い
、
こ
の
国
全
体

を
見
据
え
た
責
任
あ
る
一
地
方
と
し
て
、

「
道
州
制
」
問
題
に
参
画(

広
義
に
お
い

て)

す
る
自
覚
と
素
地
・
基
盤
が
で
き
る

の
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
平
成
の
大
合
併

と
し
て
行
わ
れ
た
市
町
村
合
併
に
よ
っ
て

生
じ
た
影
の
部
分
の
検
証
な
し
に
、
そ
の

ま
ま
導
入
あ
り
き
で
議
論
す
る
こ
と
に
疑

問
を
感
じ
る
。
国
家
と
国
民
の
関
係
が
曖

昧
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
今
一
度
、
原
点

に
帰
着
す
る
議
論
が
必
要
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

シ
ン
バ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長 

安 

里 

繁 
信
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災
害
対
策
及
び
災
害
対

策
室
の
機
能
と
主
な
設

備
の
紹
介

　

沖
縄
総
合
事
務
局
は
災
害
対
策
基
本

法
に
基
づ
く
指
定
地
方
行
政
機
関
と

な
っ
て
お
り
、
災
害
発
生
時
に
は
応
急

対
策
活
動
を
行
い
ま
す
。

　

気
象
台
か
ら
災
害
に
関
す
る
警
報
が

発
せ
ら
れ
災
害
に
対
処
す
る
必
要
が
生

じ
た
場
合
に
は
、
局
長
を
本
部
長
と
す

る
沖
縄
総
合
事
務
局
災
害
対
策
本
部
が

設
置
さ
れ
ま
す
。

　

災
害
対
策
本
部
は
、
総
務
部
、
財
務

部
、
農
林
水
産
部
、
経
済
産
業
部
及
び

運
輸
部
を
担
当
す
る
次
長
と
開
発
建
設

部
を
担
当
す
る
次
長
が
、
副
本
部
長
と

し
て
本
部
長
を
補
佐
し
、
各
部
の
部
長

が
本
部
員
と
な
り
、
合
議
の
下
で
災
害

対
策
を
と
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
各
本
部
員
の
指
揮
の
も
と

に
各
部
担
当
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管

施
設
の
防
災
業
務
を
担
当
し
、
局
全
体

と
し
て
統
一
的
な
防
災
体
制
を
構
築
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
在
沖
国
家
機
関
や
沖
縄
県
等

の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
も
図
り
な

が
ら
、
沖
縄
県
域
全
体
の
防
災
業
務
に

資
す
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
沖
縄
総
合
事
務
局
の
庁

沖縄総合事務局の防災への主な取組1
総務部・開発建設部

舎
は
、
防
災
拠
点
施
設
と
し
て
の
安
全

性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
災
害
発
生

時
の
迅
速
な
対
策
が
可
能
な
施
設
と
し

て
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
の
が
、

当
局
２
階
に
設
置
さ
れ
た
災
害
対
策
室

で
す
。以
下
、主
な
設
備
を
紹
介
し
ま
す
。

①
大
型
表
示
装
置

　

災
害
対
策
室
に
は
、
１
０
０
型
１

面
、
37
型
12
面
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
で

構
成
さ
れ
た
映
像
表
示
設
備
が
整
備

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
表
示
装
置
に
は
気
象
情

報
を
は
じ
め
、
防
災
ヘ
リ
、
衛
星
通

信
車
等
か
ら
の
撮
影
映
像
を
リ
ア
ル

タ
イ
ム
で
映
し
出
す
こ
と
が
で
き
、

災
害
時
の
的
確
な
情
報
収
集
に
大
き

な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。

②
Ｉ
Ｐ
テ
レ
ビ
会
議
装
置

　

前
述
の
大
型
表
示
装
置
を
利
用
し

て
、
災
害
対
策
室
と
道
路
、
ダ
ム
関

連
の
事
務
所
を
結
ぶ
テ
レ
ビ
会
議
シ

ス
テ
ム
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

　

現
場
の
事
務
所
と
災
害
対
策
本
部

の
連
携
が
テ
レ
ビ
会
議
を
通
じ
て
密

接
に
図
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
迅
速

な
災
害
応
急
対
策
の
実
施
が
可
能
と

な
り
ま
す
。

災害対策室（災害対策本部）※正面に大型表示装置

緊
急
災
害
対
策
派
遣
隊

（
Ｔ
Ｅ
Ｃ
―
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｃ

Ｅ
）
の
意
義
と
役
割

　

我
が
国
は
、
そ
の
位
置
、
地
形
、
地

質
、
気
象
等
の
条
件
か
ら
、
世
界
で
も

希
に
見
る
災
害
多
発
地
域
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
近
年
は
、
地
球
温
暖
化

等
に
よ
る
影
響
に
よ
り
、
台
風
の
強
大

化
や
集
中
豪
雨
の
頻
発
な
ど
自
然
災
害

が
多
様
多
発
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
自
然
災
害
が
、

広
域
ま
た
は
大
規
模
に
な
る
場
合
に

は
、
地
方
公
共
団
体
等
の
人
員
と
対
応

能
力
に
限
界
が
生
じ
る
こ
と
も
懸
念
さ

れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
国
土
交
通

省
は
、
大
規
模
災
害
が
発
生
し
、
又
は

発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
被
災
地
方
公
共
団
体
等
が
行

う
、
被
災
状
況
の
迅
速
な
把
握
、
被
害

の
発
生
及
び
拡
大
防
止
、
被
災
地
の
早

期
復
旧
そ
の
他
災
害
応
急
対
策
に
対
す

る
技
術
的
な
支
援
を
国
と
し
て
円
滑
か

つ
迅
速
に
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
本
省
及
び
各
地
方
支
分
部
局
に

緊
急
災
害
対
策
派
遣
隊
（T

echnical  

E
m
ergency  C

ontrol 　

F
orce

、

略
称
T
E
C
‐
F
O
R
C
E
）
を
発

足
し
ま
し
た
。

　

緊
急
災
害
対
策
派
遣
隊
の
発
足
に
よ

り
、
こ
れ
ま
で
災
害
発
生
時
に
地
方
公

共
団
体
等
か
ら
の
派
遣
依
頼
を
受
け

て
、
そ
の
都
度
組
織
し
て
い
た
体
制
を

事
前
に
整
備
し
、
原
則
と
し
て
国
土
交

通
省
本
省
で
派
遣
指
揮
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
迅
速
か
つ
広
域
に
わ
た
る
災
害

対
策
活
動
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
活
動
を
沖
縄
県
域
で
も
実

施
す
る
た
め
、
沖
縄
総
合
事
務
局
に
お

い
て
も
、開
発
建
設
部
と
運
輸
部
に「
沖

縄
総
合
事
務
局
緊
急
災
害
対
策
派
遣

隊
」
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。

　

今
後
、
沖
縄
県
内
に
お
い
て
万
一
大

規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
緊
急

災
害
対
策
派
遣
隊
が
主
体
的
に
緊
急
調

査
を
行
い
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て
必

要
な
緊
急
応
急
対
策
を
実
施
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

局
の
防
災
訓
練
の
実
施

状
況
に
つ
い
て

　

大
規
模
災
害
時
等
に
お
い
て
、
災
害

を
軽
減
す
る
た
め
に
は
、
関
係
機
関
の

間
で
の
関
係
情
報
等
が
迅
速
か
つ
的
確

に
情
報
伝
達
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、
本
土
に
お

け
る
地
方
整
備
局
の
役
割
も
担
っ
て
い

る
開
発
建
設
部
が
、
防
災
業
務
の
担
当

と
し
て
沖
縄
気
象
台
、
国
土
地
理
院
沖

縄
支
所
、第
十
一
管
区
海
上
保
安
本
部
、

陸
上
自
衛
隊
第
一
混
成
団
及
び
沖
縄
県

等
の
関
係
機
関
と
連
携
し
て
防
災
訓
練

に
主
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

今
年
度
か
ら
新
庁
舎
に
移
転
し
て
施
設

が
充
実
し
、
地
域
の
防
災
拠
点
と
し
て

の
役
割
も
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
開

発
建
設
部
以
外
の
総
務
部
、
財
務
部
、

農
林
水
産
部
、
経
済
産
業
部
及
び
運
輸

部
を
含
む
局
全
体
で
防
災
訓
練
に
取
り

組
む
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

訓
練
は
、
７
月
２
日
に
風
水
害
、
９

月
25
日
に
地
震
・
津
波
を
想
定
し
て
実

施
し
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
９
月
の
地
震
・
津
波
の
防

災
訓
練
で
は
、
総
務
部
は
、
災
害
対
策

本
部
の
立
ち
上
げ
、
入
居
庁
舎
の
安
全

確
認
や
関
係
機
関
及
び
各
部
と
の
連
絡

調
整
訓
練
を
行
い
、
財
務
部
は
所
管
の

国
有
財
産
の
う
ち
沖
縄
本
島
及
び
石
垣

島
に
所
在
す
る
公
務
員
宿
舎
の
被
災
情

報
連
絡
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
農
林
水
産
部
は
、
本
島
中
部

の
さ
と
う
き
び
ほ
場
、
農
業
用
ハ
ウ
ス

が
被
災
し
、
本
島
南
部
の
漁
港
施
設
が

影
響
を
受
け
た
と
の
想
定
で
、
情
報
連

絡
訓
練
を
実
施
し
、
経
済
産
業
部
は
、

電
気
施
設
、
ガ
ス
施
設
及
び
石
油
コ
ン

ビ
ナ
ー
ト
に
お
い
て
災
害
が
発
生
し
た

と
の
想
定
で
情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま

し
た
。

　

開
発
建
設
部
で
は
、
所
管
す
る
ダ
ム

施
設
、
道
路
施
設
、
港
湾
施
設
、
公
園

施
設
及
び
官
庁
営
繕
施
設
が
そ
れ
ぞ
れ

被
災
し
た
と
の
想
定
で
、
沖
縄
県
や
国

の
関
係
機
関
の
ほ
か
、
沖
縄
建
設
弘
済

会
、
沖
縄
県
建
設
業
協
会
、
日
本
道
路

建
設
業
協
会
沖
縄
支
部
及
び
沖
縄
県

舗
装
業
協
会
と
も
連
携
し
、
沖
縄
総

合
事
務
局
防
災
ヘ
リ
を
使
っ
て
ヘ
リ
か

ら
の
映
像
を
関
係
機
関
に
送
信
す
る
訓

練
や
、
衛
星
小
型
画
像
伝
送
装
置
に
よ

る
想
定
被
災
現
場
の
状
況
調
査
及
び
画

像
配
信
訓
練
な
ど
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、緊
急
災
害
対
策
派
遣
隊
員（
T
E
C

‐
F
O
R
C
E
）
の
派
遣
訓
練
も
実

施
し
ま
し
た
。
運
輸
部
は
、
港
に
停
泊

中
の
船
舶
や
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
停
車

中
の
バ
ス
及
び
モ
ノ
レ
ー
ル
関
連
施
設

が
被
災
し
た
と
の
想
定
で
被
害
状
況
や

運
航
（
行
）
状
況
等
の
情
報
連
絡
訓
練

を
実
施
し
ま
し
た
。

　

当
局
の
一
体
的
な
訓
練
は
ま
だ
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
今
後
回
数
を

積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
各
部
の
連

携
を
よ
り
強
化
し
、
防
災
の
分
野
に
お

い
て
も
国
の
総
合
出
先
機
関
と
し
て
の

特
色
が
発
揮
さ
れ
る
よ
う
努
め
ま
す
。

13
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TEC-FORCE 発足式 (平成 20 年 6月）

９月に行われた防災訓練（地震・津波）の模様
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災
害
対
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及
び
災
害
対

策
室
の
機
能
と
主
な
設

備
の
紹
介

　

沖
縄
総
合
事
務
局
は
災
害
対
策
基
本

法
に
基
づ
く
指
定
地
方
行
政
機
関
と

な
っ
て
お
り
、
災
害
発
生
時
に
は
応
急

対
策
活
動
を
行
い
ま
す
。

　

気
象
台
か
ら
災
害
に
関
す
る
警
報
が

発
せ
ら
れ
災
害
に
対
処
す
る
必
要
が
生

じ
た
場
合
に
は
、
局
長
を
本
部
長
と
す

る
沖
縄
総
合
事
務
局
災
害
対
策
本
部
が

設
置
さ
れ
ま
す
。

　

災
害
対
策
本
部
は
、
総
務
部
、
財
務

部
、
農
林
水
産
部
、
経
済
産
業
部
及
び

運
輸
部
を
担
当
す
る
次
長
と
開
発
建
設

部
を
担
当
す
る
次
長
が
、
副
本
部
長
と

し
て
本
部
長
を
補
佐
し
、
各
部
の
部
長

が
本
部
員
と
な
り
、
合
議
の
下
で
災
害

対
策
を
と
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
各
本
部
員
の
指
揮
の
も
と

に
各
部
担
当
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管

施
設
の
防
災
業
務
を
担
当
し
、
局
全
体

と
し
て
統
一
的
な
防
災
体
制
を
構
築
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
在
沖
国
家
機
関
や
沖
縄
県
等

の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
も
図
り
な

が
ら
、
沖
縄
県
域
全
体
の
防
災
業
務
に

資
す
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
沖
縄
総
合
事
務
局
の
庁

沖縄総合事務局の防災への主な取組1
総務部・開発建設部

舎
は
、
防
災
拠
点
施
設
と
し
て
の
安
全

性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
災
害
発
生

時
の
迅
速
な
対
策
が
可
能
な
施
設
と
し

て
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
の
が
、

当
局
２
階
に
設
置
さ
れ
た
災
害
対
策
室

で
す
。以
下
、主
な
設
備
を
紹
介
し
ま
す
。

①
大
型
表
示
装
置

　

災
害
対
策
室
に
は
、
１
０
０
型
１

面
、
37
型
12
面
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
で

構
成
さ
れ
た
映
像
表
示
設
備
が
整
備

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
表
示
装
置
に
は
気
象
情

報
を
は
じ
め
、
防
災
ヘ
リ
、
衛
星
通

信
車
等
か
ら
の
撮
影
映
像
を
リ
ア
ル

タ
イ
ム
で
映
し
出
す
こ
と
が
で
き
、

災
害
時
の
的
確
な
情
報
収
集
に
大
き

な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。

②
Ｉ
Ｐ
テ
レ
ビ
会
議
装
置

　

前
述
の
大
型
表
示
装
置
を
利
用
し

て
、
災
害
対
策
室
と
道
路
、
ダ
ム
関

連
の
事
務
所
を
結
ぶ
テ
レ
ビ
会
議
シ

ス
テ
ム
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

　

現
場
の
事
務
所
と
災
害
対
策
本
部

の
連
携
が
テ
レ
ビ
会
議
を
通
じ
て
密

接
に
図
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
迅
速

な
災
害
応
急
対
策
の
実
施
が
可
能
と

な
り
ま
す
。

災害対策室（災害対策本部）※正面に大型表示装置

緊
急
災
害
対
策
派
遣
隊

（
Ｔ
Ｅ
Ｃ
―
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｃ

Ｅ
）
の
意
義
と
役
割

　

我
が
国
は
、
そ
の
位
置
、
地
形
、
地

質
、
気
象
等
の
条
件
か
ら
、
世
界
で
も

希
に
見
る
災
害
多
発
地
域
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
近
年
は
、
地
球
温
暖
化

等
に
よ
る
影
響
に
よ
り
、
台
風
の
強
大

化
や
集
中
豪
雨
の
頻
発
な
ど
自
然
災
害

が
多
様
多
発
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
自
然
災
害
が
、

広
域
ま
た
は
大
規
模
に
な
る
場
合
に

は
、
地
方
公
共
団
体
等
の
人
員
と
対
応

能
力
に
限
界
が
生
じ
る
こ
と
も
懸
念
さ

れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
国
土
交
通

省
は
、
大
規
模
災
害
が
発
生
し
、
又
は

発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
被
災
地
方
公
共
団
体
等
が
行

う
、
被
災
状
況
の
迅
速
な
把
握
、
被
害

の
発
生
及
び
拡
大
防
止
、
被
災
地
の
早

期
復
旧
そ
の
他
災
害
応
急
対
策
に
対
す

る
技
術
的
な
支
援
を
国
と
し
て
円
滑
か

つ
迅
速
に
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
本
省
及
び
各
地
方
支
分
部
局
に

緊
急
災
害
対
策
派
遣
隊
（T

echnical  

E
m
ergency  C

ontrol 　

F
orce

、

略
称
T
E
C
‐
F
O
R
C
E
）
を
発

足
し
ま
し
た
。

　

緊
急
災
害
対
策
派
遣
隊
の
発
足
に
よ

り
、
こ
れ
ま
で
災
害
発
生
時
に
地
方
公

共
団
体
等
か
ら
の
派
遣
依
頼
を
受
け

て
、
そ
の
都
度
組
織
し
て
い
た
体
制
を

事
前
に
整
備
し
、
原
則
と
し
て
国
土
交

通
省
本
省
で
派
遣
指
揮
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
迅
速
か
つ
広
域
に
わ
た
る
災
害

対
策
活
動
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
活
動
を
沖
縄
県
域
で
も
実

施
す
る
た
め
、
沖
縄
総
合
事
務
局
に
お

い
て
も
、開
発
建
設
部
と
運
輸
部
に「
沖

縄
総
合
事
務
局
緊
急
災
害
対
策
派
遣

隊
」
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。

　

今
後
、
沖
縄
県
内
に
お
い
て
万
一
大

規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
緊
急

災
害
対
策
派
遣
隊
が
主
体
的
に
緊
急
調

査
を
行
い
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て
必

要
な
緊
急
応
急
対
策
を
実
施
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

局
の
防
災
訓
練
の
実
施

状
況
に
つ
い
て

　

大
規
模
災
害
時
等
に
お
い
て
、
災
害

を
軽
減
す
る
た
め
に
は
、
関
係
機
関
の

間
で
の
関
係
情
報
等
が
迅
速
か
つ
的
確

に
情
報
伝
達
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、
本
土
に
お

け
る
地
方
整
備
局
の
役
割
も
担
っ
て
い

る
開
発
建
設
部
が
、
防
災
業
務
の
担
当

と
し
て
沖
縄
気
象
台
、
国
土
地
理
院
沖

縄
支
所
、第
十
一
管
区
海
上
保
安
本
部
、

陸
上
自
衛
隊
第
一
混
成
団
及
び
沖
縄
県

等
の
関
係
機
関
と
連
携
し
て
防
災
訓
練

に
主
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

今
年
度
か
ら
新
庁
舎
に
移
転
し
て
施
設

が
充
実
し
、
地
域
の
防
災
拠
点
と
し
て

の
役
割
も
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
開

発
建
設
部
以
外
の
総
務
部
、
財
務
部
、

農
林
水
産
部
、
経
済
産
業
部
及
び
運
輸

部
を
含
む
局
全
体
で
防
災
訓
練
に
取
り

組
む
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

訓
練
は
、
７
月
２
日
に
風
水
害
、
９

月
25
日
に
地
震
・
津
波
を
想
定
し
て
実

施
し
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
９
月
の
地
震
・
津
波
の
防

災
訓
練
で
は
、
総
務
部
は
、
災
害
対
策

本
部
の
立
ち
上
げ
、
入
居
庁
舎
の
安
全

確
認
や
関
係
機
関
及
び
各
部
と
の
連
絡

調
整
訓
練
を
行
い
、
財
務
部
は
所
管
の

国
有
財
産
の
う
ち
沖
縄
本
島
及
び
石
垣

島
に
所
在
す
る
公
務
員
宿
舎
の
被
災
情

報
連
絡
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
農
林
水
産
部
は
、
本
島
中
部

の
さ
と
う
き
び
ほ
場
、
農
業
用
ハ
ウ
ス

が
被
災
し
、
本
島
南
部
の
漁
港
施
設
が

影
響
を
受
け
た
と
の
想
定
で
、
情
報
連

絡
訓
練
を
実
施
し
、
経
済
産
業
部
は
、

電
気
施
設
、
ガ
ス
施
設
及
び
石
油
コ
ン

ビ
ナ
ー
ト
に
お
い
て
災
害
が
発
生
し
た

と
の
想
定
で
情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま

し
た
。

　

開
発
建
設
部
で
は
、
所
管
す
る
ダ
ム

施
設
、
道
路
施
設
、
港
湾
施
設
、
公
園

施
設
及
び
官
庁
営
繕
施
設
が
そ
れ
ぞ
れ

被
災
し
た
と
の
想
定
で
、
沖
縄
県
や
国

の
関
係
機
関
の
ほ
か
、
沖
縄
建
設
弘
済

会
、
沖
縄
県
建
設
業
協
会
、
日
本
道
路

建
設
業
協
会
沖
縄
支
部
及
び
沖
縄
県

舗
装
業
協
会
と
も
連
携
し
、
沖
縄
総

合
事
務
局
防
災
ヘ
リ
を
使
っ
て
ヘ
リ
か

ら
の
映
像
を
関
係
機
関
に
送
信
す
る
訓

練
や
、
衛
星
小
型
画
像
伝
送
装
置
に
よ

る
想
定
被
災
現
場
の
状
況
調
査
及
び
画

像
配
信
訓
練
な
ど
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、緊
急
災
害
対
策
派
遣
隊
員（
T
E
C

‐
F
O
R
C
E
）
の
派
遣
訓
練
も
実

施
し
ま
し
た
。
運
輸
部
は
、
港
に
停
泊

中
の
船
舶
や
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
停
車

中
の
バ
ス
及
び
モ
ノ
レ
ー
ル
関
連
施
設

が
被
災
し
た
と
の
想
定
で
被
害
状
況
や

運
航
（
行
）
状
況
等
の
情
報
連
絡
訓
練

を
実
施
し
ま
し
た
。

　

当
局
の
一
体
的
な
訓
練
は
ま
だ
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
今
後
回
数
を

積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
各
部
の
連

携
を
よ
り
強
化
し
、
防
災
の
分
野
に
お

い
て
も
国
の
総
合
出
先
機
関
と
し
て
の

特
色
が
発
揮
さ
れ
る
よ
う
努
め
ま
す
。

13
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９月に行われた防災訓練（地震・津波）の模様
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農商工等連携事業促進法に基づく事業計画第1号認定
～中小企業者と農林漁業者の連携による農商工等連携事業の始動～2

経済産業部・農林水産部

農
商
工
等
連
携
事
業
へ

の
支
援
制
度

　

平
成
20
年
７
月
21
日
に
経
済
産
業
省

及
び
農
林
水
産
省
を
中
心
に
内
閣
府
、

総
務
省
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
国

土
交
通
省
と
の
７
府
省
連
携
の
も
と
、

「
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連

携
に
よ
る
事
業
活
動
促
進
に
関
す
る
法

律
（
農
商
工
等
連
携
促
進
法
）」
が
施

行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
で
は
、
中

小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
の
連
携
体
が

実
施
す
る
市
場
性
の
あ
る
新
商
品
・
新

サ
ー
ビ
ス
の
開
発
や
販
路
開
拓
な
ど
を

支
援
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
経
営
資
源
（
設
備
・
人
材
・

技
術
・
ノ
ウ
ハ
ウ
等
）
を
有
効
に
活
用

し
て
、
中
小
企
業
者
の
経
営
の
向
上
及

び
農
林
漁
業
者
の
経
営
の
改
善
が
実
現

す
る
「
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
」
を

作
成
し
、
国
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
に

よ
り
、
新
商
品
・
新
サ
ー
ビ
ス
開
発
や

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査
等
に
係
る
経
費

の
一
部
を
助
成
す
る
「
農
商
工
等
連
携

対
策
事
業
（
補
助
金
）」
や
低
利
融
資
、

課
税
特
例
等
の
総
合
的
な
支
援
を
活
用

で
き
ま
す
。

　

沖
縄
県
内
で
は
沖
縄
在
来
種
の
ア
カ

バ
ナ
ー
（
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
）、
石
垣
牛

及
び
新
鮮
魚
類
（
み
じ
ゅ
ん
等
）
を
活

用
し
た
商
品
開
発
等
を
テ
ー
マ
と
し
た

３
件
の
「
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
」

が
こ
の
法
律
に
基
づ
き
、
初
め
て
認
定

さ
れ
ま
し
た
。

  

農
商
工
等
連
携
事
業
の
効
率
的
・
効

果
的
な
推
進
の
た
め
、（
独
）
中
小
企

業
基
盤
整
備
機
構
沖
縄
事
務
所
内
に
設

置
さ
れ
た
ハ
ン
ズ
オ
ン
支
援
事
務
局
の

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
等
に
精
通
し
た
支
援

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
専
門
家
）
が
「
支
援

チ
ー
ム
」
を
結
成
し
、
中
小
企
業
者
及

び
農
林
漁
業
者
の
相
談
に
応
じ
て
、
新

商
品
・
新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
や
市
場
化

に
至
る
ま
で
総
合
的
な
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。農

商
工
連
携
セ
ミ
ナ
ー

及
び
「
農
商
工
連
携
88

選
」
認
定
証
授
与
式

　

平
成
20
年
７
月
31
日
に
農
商
工
連

携
セ
ミ
ナ
ー
及
び
「
農
商
工
連
携
88

選
」
認
定
証
授
与
式
を
開
催
し
ま
し

た
。
農
商
工
連
携
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、

中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
が
取

り
組
も
う
と
し
て
い
る
農
商
工
等
連

携
事
業
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
実
施

さ
れ
る
こ
と
を
目
的
に
、
経
済
産
業

省
及
び
農
林
水
産
省
の
担
当
者
か
ら

「
農
商
工
等
連
携
促
進
法
」
の
趣
旨
・

概
要
を
説
明
し
ま
し
た
。
ま
た
、
経

済
産
業
省
と
農
林
水
産
省
が
、
中
小

企
業
者
と
農
林
漁
業
者
の
連
携
体
を

構
築
し
て
取
り
組
ん
だ
先
進
的
な
事

例
を
、
日
本
全
国
か
ら
88
件
を
認
定

し
て
お
り
、
沖
縄
か
ら
も
２
件
が
認

定
さ
れ
ま
し
た
。
農
商
工
連
携
セ
ミ

ナ
ー
と
併
せ
て
開
催
さ
れ
た
「
農
商

工
連
携
88
選
」
認
定
証
授
与
式
は
、

沖
縄
か
ら
認
定
さ
れ
た
株
式
会
社
お

菓
子
の
ポ
ル
シ
ェ
と
株
式
会
社
武
蔵

野
免
疫
研
究
所
に
対
し
て
認
定
証
の

授
与
を
行
い
、
認
定
を
受
け
た
両
者

か
ら
そ
の
取
組
概
要
が
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。
な
お
、
当
日
は
、
県
内
の
中

小
企
業
者
、
農
林
漁
業
者
、
自
治
体

や
関
係
団
体
等
か
ら
約
１
７
０
名
の

方
々
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

沖
縄
地
域
農
商
工
連
携

推
進
協
議
会

　

農
商
工
連
携
の
促
進
を
沖
縄
の
関
係

機
関
（
当
局
農
林
水
産
部
、
経
済
産
業

部
を
含
む
21
機
関
）
が
一
体
と
な
っ
て

農
商
工
連
携
の
促
進
の
方
策
、
相
互
の

連
携
・
協
力
体
制
を
検
討
す
る
機
関
と

し
て
沖
縄
地
域
農
商
工
連
携
推
進
協
議

会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
20
年
９
月
４
日
に
第
１
回
同
協

議
会
が
開
催
さ
れ
、
農
商
工
連
携
に
つ

い
て
の
情
報
共
有

及
び
意
見
交
換
等

を
行
い
ま
し
た
。

今
後
、
農
商
工

連
携
の
促
進
に
向

け
、
同
協
議
会
の

下
に
作
業
部
会
を

設
置
し
、
実
務
者

レ
ベ
ル
で
の
連
携

も
進
め
て
い
く
こ

と
と
な
り
ま
す
。

【参考】農商工等連携事業に係るサポート体制（実施スキーム）

農商工等連携促進法における支援の流れ

地域力連携拠点

事業計画の
認定

経
営
の
向
上
・
改
善

ハンズオン支援事務局

沖縄県内の各拠点において、案件の
発掘・各種相談対応を行う。

連携して事業展開
に取り組む中小企
業と農林漁業者

食料産業クラスター協議会

地域の食品メーカー等の中小企業と農林漁業者と
の出会いの場の設定や地域の農林水産物を活用し
た新商品の開発・販路拡大を支援する。

事業化の段階に応じた
多様な予算措置

（補助金の活用や既存施策の活用）

小規模企業者等設備導入資金、
農業改良資金等

専門家による、事業計画のブラッシュアップから市場化までのき
め細やかな総合的支援を実施する。

債務保証

低利融資設備投資減税

事業計画
作成

試作品開発／
展示会出展等

設備投資／
生産・販売・需要開拓

連 携 者 名 テ　ー　マ　及　び　事　業　概　要

（中小企業者）
株式会社沖縄バヤリース
（農林漁業者）
農事組合法人沖縄長寿薬草生産
組合

（テーマ）　沖縄在来種アカバナーを活用した農商工連携によ
る多様な商品開発と販路開拓

（事業概要）　沖縄在来種のアカバナー（ハイビスカス）を原料
に複数アイテムの商品開発を行い販路開拓及び地域ブランド
化を図る。アカバナーの栽培については、農業技術・ノウハ
ウを有する沖縄長寿薬草生産組合で栽培管理し、当該原料を
活用し、株式会社沖縄バヤリースにおいて観光土産品用、エ
ステドリンク及び業務用原料の開発を行う。

（中小企業者）
株式会社リアライズ
（農林漁業者）
大城牧場

（テーマ）　高品質牛の肥育ノウハウ確立によって安定生産さ
れる「石垣牛」を活用した「石垣牛」外食メニュー及び関連
商品の開発、販売

（事業概要）　株式会社リアライズの経営資源である県内外の
飲食店舗経営及びメニュー・加工商品開発のノウハウと、大
城牧場の経営資源である「石垣牛」の生産・肥育技術を活用し、
高品質な「石垣牛」を肥育する給餌システムを確立し、当該「石
垣牛」を食材原料とした新たなメニュー及び商品の開発、販
路開拓を行う。

（中小企業者）
株式会社かぎぜん寿味屋
（農林漁業者）
読谷村漁業協同組合

（テーマ）　読谷漁港採れ立て新鮮魚類を活用した「かまぼこ
製造・販売」と「読谷かまぼこのブランド化計画」

（事業概要）　読谷村で漁獲される「みじゅん」（イワシの仲間）
等の新鮮な魚類を有効に活用し、読谷村漁協が有するミンチ
加工の技術によりミンチ化し、株式会社かぎぜん寿味屋が有
するかまぼこの生産・加工技術により新商品を開発する。県
内向け、観光土産品、高級商品といった多様なニーズに即し
た商品企画・開発及び販路開拓を行う。

認定案件一覧
平成20年９月19日に沖縄県内で３件の「農商工等連携事業計画」が認定されました。

（下表参照）

沖縄在来種ハイビスカス（アカバナー )

高品質な「石垣牛」の肥育

みじゅん漁

制度説明に聞き入る聴衆「農商工連携 88選」授与者
㈱お菓子のポルシェ　澤岻社長、影山次長
㈱武蔵野免疫研究所　吉田社長（左から）

協議会の様子

沖縄総合事務局農林水産部長 永杉　伸彦 ( 代表 )
沖縄総合事務局経済産業部長 市原　健介 ( 代表 )
沖縄県農業協同組合中央会常務理事 金城　秀之
沖縄県農業協同組合常務理事（加工・畜産担当） 仲間　悟
沖縄県漁業協同組合連合会統括部長 前城　統
沖縄県森林組合連合会代表理事専務 平良　喜一
沖縄県食品産業協議会副会長 長濱　徳勝
沖縄食料産業ｸﾗｽﾀｰ協議会副会長  座間味　亮
沖縄県商工会議所連合会常任幹事 宮城　光男
沖縄県商工会連合会事務局長 川満　光行
沖縄県中小企業団体中央会事務局長 上里　芳弘
社団法人沖縄県工業連合会常務理事 國吉　和男
財団法人沖縄県産業振興公社専務理事 高良　倉次
OKINAWA型産業振興プロジェクト推進ネットワーク事務局長 玉城　理
（独）中小企業基盤整備機構沖縄事務所長 村松　清孝 
（独 ) 日本貿易振興機構沖縄貿易情報ｾﾝﾀｰ所長 田中　邦人
沖縄振興開発金融公庫融資第２部長 仲宗根　悟
商工組合中央金庫那覇支店長 塩川　浩
農林中央金庫那覇支店長 藤倉　浩文
沖縄県農林水産部長 護得久　友子
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特集

本件に関するお問い合わせは下記のとおり
　沖縄総合事務局経済産業部中小企業課　田畑　ＴＥＬ 098－ 866－ 1755
　沖縄総合事務局農林水産部食料流通課　今泉　ＴＥＬ 098－ 866－ 1673

沖縄地域農商工連携推進協議会　構成員

0607

農商工等連携事業促進法に基づく事業計画第1号認定
～中小企業者と農林漁業者の連携による農商工等連携事業の始動～2

経済産業部・農林水産部

農
商
工
等
連
携
事
業
へ

の
支
援
制
度

　

平
成
20
年
７
月
21
日
に
経
済
産
業
省

及
び
農
林
水
産
省
を
中
心
に
内
閣
府
、

総
務
省
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
国

土
交
通
省
と
の
７
府
省
連
携
の
も
と
、

「
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連

携
に
よ
る
事
業
活
動
促
進
に
関
す
る
法

律
（
農
商
工
等
連
携
促
進
法
）」
が
施

行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
で
は
、
中

小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
の
連
携
体
が

実
施
す
る
市
場
性
の
あ
る
新
商
品
・
新

サ
ー
ビ
ス
の
開
発
や
販
路
開
拓
な
ど
を

支
援
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
経
営
資
源
（
設
備
・
人
材
・

技
術
・
ノ
ウ
ハ
ウ
等
）
を
有
効
に
活
用

し
て
、
中
小
企
業
者
の
経
営
の
向
上
及

び
農
林
漁
業
者
の
経
営
の
改
善
が
実
現

す
る
「
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
」
を

作
成
し
、
国
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
に

よ
り
、
新
商
品
・
新
サ
ー
ビ
ス
開
発
や

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査
等
に
係
る
経
費

の
一
部
を
助
成
す
る
「
農
商
工
等
連
携

対
策
事
業
（
補
助
金
）」
や
低
利
融
資
、

課
税
特
例
等
の
総
合
的
な
支
援
を
活
用

で
き
ま
す
。

　

沖
縄
県
内
で
は
沖
縄
在
来
種
の
ア
カ

バ
ナ
ー
（
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
）、
石
垣
牛

及
び
新
鮮
魚
類
（
み
じ
ゅ
ん
等
）
を
活

用
し
た
商
品
開
発
等
を
テ
ー
マ
と
し
た

３
件
の
「
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
」

が
こ
の
法
律
に
基
づ
き
、
初
め
て
認
定

さ
れ
ま
し
た
。

  

農
商
工
等
連
携
事
業
の
効
率
的
・
効

果
的
な
推
進
の
た
め
、（
独
）
中
小
企

業
基
盤
整
備
機
構
沖
縄
事
務
所
内
に
設

置
さ
れ
た
ハ
ン
ズ
オ
ン
支
援
事
務
局
の

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
等
に
精
通
し
た
支
援

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
専
門
家
）
が
「
支
援

チ
ー
ム
」
を
結
成
し
、
中
小
企
業
者
及

び
農
林
漁
業
者
の
相
談
に
応
じ
て
、
新

商
品
・
新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
や
市
場
化

に
至
る
ま
で
総
合
的
な
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。農

商
工
連
携
セ
ミ
ナ
ー

及
び
「
農
商
工
連
携
88

選
」
認
定
証
授
与
式

　

平
成
20
年
７
月
31
日
に
農
商
工
連

携
セ
ミ
ナ
ー
及
び
「
農
商
工
連
携
88

選
」
認
定
証
授
与
式
を
開
催
し
ま
し

た
。
農
商
工
連
携
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、

中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
が
取

り
組
も
う
と
し
て
い
る
農
商
工
等
連

携
事
業
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
実
施

さ
れ
る
こ
と
を
目
的
に
、
経
済
産
業

省
及
び
農
林
水
産
省
の
担
当
者
か
ら

「
農
商
工
等
連
携
促
進
法
」
の
趣
旨
・

概
要
を
説
明
し
ま
し
た
。
ま
た
、
経

済
産
業
省
と
農
林
水
産
省
が
、
中
小

企
業
者
と
農
林
漁
業
者
の
連
携
体
を

構
築
し
て
取
り
組
ん
だ
先
進
的
な
事

例
を
、
日
本
全
国
か
ら
88
件
を
認
定

し
て
お
り
、
沖
縄
か
ら
も
２
件
が
認

定
さ
れ
ま
し
た
。
農
商
工
連
携
セ
ミ

ナ
ー
と
併
せ
て
開
催
さ
れ
た
「
農
商

工
連
携
88
選
」
認
定
証
授
与
式
は
、

沖
縄
か
ら
認
定
さ
れ
た
株
式
会
社
お

菓
子
の
ポ
ル
シ
ェ
と
株
式
会
社
武
蔵

野
免
疫
研
究
所
に
対
し
て
認
定
証
の

授
与
を
行
い
、
認
定
を
受
け
た
両
者

か
ら
そ
の
取
組
概
要
が
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。
な
お
、
当
日
は
、
県
内
の
中

小
企
業
者
、
農
林
漁
業
者
、
自
治
体

や
関
係
団
体
等
か
ら
約
１
７
０
名
の

方
々
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

沖
縄
地
域
農
商
工
連
携

推
進
協
議
会

　

農
商
工
連
携
の
促
進
を
沖
縄
の
関
係

機
関
（
当
局
農
林
水
産
部
、
経
済
産
業

部
を
含
む
21
機
関
）
が
一
体
と
な
っ
て

農
商
工
連
携
の
促
進
の
方
策
、
相
互
の

連
携
・
協
力
体
制
を
検
討
す
る
機
関
と

し
て
沖
縄
地
域
農
商
工
連
携
推
進
協
議

会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
20
年
９
月
４
日
に
第
１
回
同
協

議
会
が
開
催
さ
れ
、
農
商
工
連
携
に
つ

い
て
の
情
報
共
有

及
び
意
見
交
換
等

を
行
い
ま
し
た
。

今
後
、
農
商
工

連
携
の
促
進
に
向

け
、
同
協
議
会
の

下
に
作
業
部
会
を

設
置
し
、
実
務
者

レ
ベ
ル
で
の
連
携

も
進
め
て
い
く
こ

と
と
な
り
ま
す
。

【参考】農商工等連携事業に係るサポート体制（実施スキーム）

農商工等連携促進法における支援の流れ

地域力連携拠点

事業計画の
認定

経
営
の
向
上
・
改
善

ハンズオン支援事務局

沖縄県内の各拠点において、案件の
発掘・各種相談対応を行う。

連携して事業展開
に取り組む中小企
業と農林漁業者

食料産業クラスター協議会

地域の食品メーカー等の中小企業と農林漁業者と
の出会いの場の設定や地域の農林水産物を活用し
た新商品の開発・販路拡大を支援する。

事業化の段階に応じた
多様な予算措置

（補助金の活用や既存施策の活用）

小規模企業者等設備導入資金、
農業改良資金等

専門家による、事業計画のブラッシュアップから市場化までのき
め細やかな総合的支援を実施する。

債務保証

低利融資設備投資減税

事業計画
作成

試作品開発／
展示会出展等

設備投資／
生産・販売・需要開拓

連 携 者 名 テ　ー　マ　及　び　事　業　概　要

（中小企業者）
株式会社沖縄バヤリース
（農林漁業者）
農事組合法人沖縄長寿薬草生産
組合

（テーマ）　沖縄在来種アカバナーを活用した農商工連携によ
る多様な商品開発と販路開拓

（事業概要）　沖縄在来種のアカバナー（ハイビスカス）を原料
に複数アイテムの商品開発を行い販路開拓及び地域ブランド
化を図る。アカバナーの栽培については、農業技術・ノウハ
ウを有する沖縄長寿薬草生産組合で栽培管理し、当該原料を
活用し、株式会社沖縄バヤリースにおいて観光土産品用、エ
ステドリンク及び業務用原料の開発を行う。

（中小企業者）
株式会社リアライズ
（農林漁業者）
大城牧場

（テーマ）　高品質牛の肥育ノウハウ確立によって安定生産さ
れる「石垣牛」を活用した「石垣牛」外食メニュー及び関連
商品の開発、販売

（事業概要）　株式会社リアライズの経営資源である県内外の
飲食店舗経営及びメニュー・加工商品開発のノウハウと、大
城牧場の経営資源である「石垣牛」の生産・肥育技術を活用し、
高品質な「石垣牛」を肥育する給餌システムを確立し、当該「石
垣牛」を食材原料とした新たなメニュー及び商品の開発、販
路開拓を行う。

（中小企業者）
株式会社かぎぜん寿味屋
（農林漁業者）
読谷村漁業協同組合

（テーマ）　読谷漁港採れ立て新鮮魚類を活用した「かまぼこ
製造・販売」と「読谷かまぼこのブランド化計画」

（事業概要）　読谷村で漁獲される「みじゅん」（イワシの仲間）
等の新鮮な魚類を有効に活用し、読谷村漁協が有するミンチ
加工の技術によりミンチ化し、株式会社かぎぜん寿味屋が有
するかまぼこの生産・加工技術により新商品を開発する。県
内向け、観光土産品、高級商品といった多様なニーズに即し
た商品企画・開発及び販路開拓を行う。

認定案件一覧
平成20年９月19日に沖縄県内で３件の「農商工等連携事業計画」が認定されました。

（下表参照）

沖縄在来種ハイビスカス（アカバナー )

高品質な「石垣牛」の肥育

みじゅん漁

制度説明に聞き入る聴衆「農商工連携 88選」授与者
㈱お菓子のポルシェ　澤岻社長、影山次長
㈱武蔵野免疫研究所　吉田社長（左から）

協議会の様子

沖縄総合事務局農林水産部長 永杉　伸彦 ( 代表 )
沖縄総合事務局経済産業部長 市原　健介 ( 代表 )
沖縄県農業協同組合中央会常務理事 金城　秀之
沖縄県農業協同組合常務理事（加工・畜産担当） 仲間　悟
沖縄県漁業協同組合連合会統括部長 前城　統
沖縄県森林組合連合会代表理事専務 平良　喜一
沖縄県食品産業協議会副会長 長濱　徳勝
沖縄食料産業ｸﾗｽﾀｰ協議会副会長  座間味　亮
沖縄県商工会議所連合会常任幹事 宮城　光男
沖縄県商工会連合会事務局長 川満　光行
沖縄県中小企業団体中央会事務局長 上里　芳弘
社団法人沖縄県工業連合会常務理事 國吉　和男
財団法人沖縄県産業振興公社専務理事 高良　倉次
OKINAWA型産業振興プロジェクト推進ネットワーク事務局長 玉城　理
（独）中小企業基盤整備機構沖縄事務所長 村松　清孝 
（独 ) 日本貿易振興機構沖縄貿易情報ｾﾝﾀｰ所長 田中　邦人
沖縄振興開発金融公庫融資第２部長 仲宗根　悟
商工組合中央金庫那覇支店長 塩川　浩
農林中央金庫那覇支店長 藤倉　浩文
沖縄県農林水産部長 護得久　友子
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【調査の目的】
本調査は、企業活動の現状と先行き見通しに対す
る経営者の判断を調査し、経済・財政政策運営の
基礎資料を得ることを目的として、統計報告調整
法に基づく承認統計調査として年４回（２、５、８、
11月）実施。

【調査の時点】　 平成２０年8月２５日

【調査対象期間】
　判断項目／
　20年7～9月期及び9月末見込み
　20年10～12月期及び12月末見通し
　21年1～3月期及び3月末見通し
　計数項目／
　20年度上期実績見込み及び20年度下期見通し

調査の概要

ＢＳＩの計算法
（Business Survey Index）

例　「景況判断」の場合
前期と比べて
「上昇」と回答した企業の構成比…40.0％
「不変」と回答した企業の構成比…25.0％
「下降」と回答した企業の構成比…30.0％
「不明」と回答した企業の構成比… 5.0％

ＢＳＩ＝
（「上昇」と回答した企業の構成比40.0％）
－（「下降」と回答した企業の構成比30.0％）
　　　　　＝10.0％ポイント

回収率
（％）

対　象
企業数

全　産　業
製　造　業
非 製 造 業
建設業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
サービス業

130
23

107
30
9
6

21
25

122
23
99
24
9
6

20
24

93.8
100.0
92.5
80.0

100.0
100.0
95.2
96.0

回　答
企業数

（単位：社）

現状判断は「下降」が「上昇」を上回る

現状、先行きとも「不足気味」が「過剰気味」を上回る雇用

２０年度は増収見通し

20年
4～6月
前回調査

２０年
7～9月
現状判断

２０年
10～12月
見通し

21年
1～3月
見通し

▲23.4
▲12.5

27.3
▲26.0
▲56.0
▲25.0
▲50.0
▲5.0
▲15.4

▲ 9.0
▲4.3
18.2

▲10.1
▲37.5

11.1
0.0
0.0
0.0

8.2
39.1
18.2

1.0
▲4.2

0.0
33.3
10.0

0.0

2.4
▲8.3
18.2

5.0
▲12.0

37.5
0.0
0.0

11.5
(注）■色字は前回調査時の見通し

6.5
33.3
27.3

0.0
4.0

37.5
0.0
5.0

▲19.2

0.0
▲17.4
▲54.5

4.0
4.2

22.2
0.0

▲15.0
12.5

(単位：％ポイント)

企業の景況判断ＢＳＩ（原数値）　（前期比「上昇」－「下降」社数構成比）

20年度
下期上期

全　産　業
製　造　業
非 製 造 業
建設業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
サービス業

6.1
5.7
6.3

16.6
10.3
1.9
6.3
1.6

6.6
4.8
7.0

26.5
6.7
1.6
6.8
4.3

5.7
6.5
5.5
6.8

13.7
2.2
5.8

▲1.2

7.7
6.8
8.0

20.2
18.0
1.8
7.1
1.8

6.4
6.7
6.3
8.3
8.8
1.5
7.5
4.3

9.0
6.8
9.6

33.3
26.7

2.2
6.6
▲0.7

(注）■色字は前回調査結果

(前年同期比増減率：％)

20年度

全　産　業
製　造　業
非 製 造 業
建設業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
サービス業

4.4
▲18.6

9.8
26.0
26.5
▲58.3
▲0.2
25.9

▲9.0
▲10.3
▲8.7
42.2
6.7

▲35.7
▲24.4
▲1.6

23.1
▲26.7

37.9
9.7

49.7
赤字転化

27.4
7050.0

8.0
▲22.3

15.1
▲11.0
42.1
▲62.3
▲1.4
40.5

▲9.5
▲17.3
▲8.0
88.4
11.4

▲53.2
▲26.0

9.9

31.9
▲27.3

49.3
▲41.3

78.1
赤字転化

26.6
3761.9

(注）■色字は前回調査結果

(前年同期比増減率：％)

（注）石油・石炭、電気・ガス・水道、金融・保険を除く

（注）石油・石炭、電気・ガス・水道、金融・保険を除く

景況判断

調査対象企業の範囲
20年6月末
前回調査

20年9月末
現状判断

20年12月末
見通し

21年3月末
見通し

全　産　業
製　造　業
非 製 造 業
建設業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
サービス業

1.6
▲16.7

6.0
▲20.0

37.5
▲16.7

10.0
19.2

9.0
8.7
9.1

▲12.5
22.2
0.0
0.0

29.2

9.8
17.4
8.1
4.2

22.2
0.0

15.0
4.2

4.0
0.0
5.0
▲4.0
25.0
▲16.7

10.0
7.7

(注）■色字は前回調査時の見通し

0.0
4.2
▲1.0
▲4.0
12.5
▲16.7

10.0
▲7.7

11.5
21.7

9.1
12.5
22.2
16.7

5.0
▲4.2

(単位：％ポイント)

従業員数判断ＢＳＩ（原数値） （期末判断「不足気味」－「過剰気味」社数構成比）

売上高

２０年度は増益見通し経常利益

２０年度は増加見通し設備投資 （注）ソフトウェア投資額及び土地購入額は含まない

全　産　業

全 　 産 　 業

製　造　業

非 製 造 業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

サービス業

46.9
202.8
36.5
70.8

▲22.3
95.2
▲2.2

48.1
334.0
31.8
51.1

153.5
93.6
16.3

46.2
137.0

39.5
79.3
▲91.6

97.0
▲17.3

53.1
167.4
43.7
61.5

▲10.0
80.4
▲23.1

71.7
413.9
46.3
59.0

198.0
86.4
54.2

42.5
45.4
42.3
62.6
▲92.0

74.0
▲58.1

(注）■色字は前回調査結果

(前年同期比増減率：％)

沖縄県内に所在する資本金１千万円以上の法人企業 
●対象企業数：130社
●回答企業数：122社
●回　収　率：93.8％

-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40

H18年
1～3月期

H18年
4～6月期

H18年
7～9月期

H18年
10～12月期

H19年
1～3月期

H19年
4～6月期

H19年
7～9月期

H19年
10～12月期

H20年
1～3月期

H20年
4～6月期

H20年
7～9月期

（現状判断）

H20年
10～12月期
（見通し）

H21年
1～3月期
（見通し）

上
昇

下
降

製造業

全産業

非製造業

-20
-15
-10

-5
0
5

10
15
20
25

不
足
気
味

過
剰
気
味

H18年
3月末

H18年
6月末

H18年
9月末

H18年
12月末

H19年
3月末

H19年
6月末

H19年
9月末

H19年
12月末

H20年
3月末

H20年
6月末

H20年
9月末

（現状判断）

H20年
12月末
（見通し）

H21年
3月末

（見通し）

製造業全産業 非製造業

20年度通期

5.7

4.8

5.7

6.5

5.5

20年度上期 20年度下期

6.1
6.6

7.0

6.3

製造業

全産業

非製造業

製造業

全産業

非製造業

製造業

全産業

非製造業

20年度通期

▲18.6

▲10.3

23.1

▲26.7

37.9

20年度上期 20年度下期

4.4
9.8

▲9.0 ▲8.7

20年度通期

36.5 48.1 31.8 46.2

137.0

39.5

20年度上期 20年度下期

46.9

202.8

334.0

財務部

平
成
20
年
７
〜
９
月
期
沖
縄
管
内
分
の
法
人
企
業
景
気
予
測
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査
を
実
施
し
ま
し
た
。
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年
７
〜
９
月
期
の
企
業
の
景
況
判
断
Ｂ
Ｓ
Ｉ
を
20
年
４
〜
６
月
期
と
比
較
す
る
と
、全
産
業
で
現
状
判
断
は「
下
降
」が「
上
昇
」

を
上
回
っ
て
い
ま
す
。

製 　 造 　 業

食料品製造業

非 製 造 業

建 　 設 　 業

情 報 通 信 業

運 　 輸 　 業

卸売・小売業

サ ー ビ ス 業

仕事の

窓 1
Point
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5
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4

6

下期上期

20年度
下期上期
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【調査の目的】
本調査は、企業活動の現状と先行き見通しに対す
る経営者の判断を調査し、経済・財政政策運営の
基礎資料を得ることを目的として、統計報告調整
法に基づく承認統計調査として年４回（２、５、８、
11月）実施。

【調査の時点】　 平成２０年8月２５日

【調査対象期間】
　判断項目／
　20年7～9月期及び9月末見込み
　20年10～12月期及び12月末見通し
　21年1～3月期及び3月末見通し
　計数項目／
　20年度上期実績見込み及び20年度下期見通し

調査の概要

ＢＳＩの計算法
（Business Survey Index）

例　「景況判断」の場合
前期と比べて
「上昇」と回答した企業の構成比…40.0％
「不変」と回答した企業の構成比…25.0％
「下降」と回答した企業の構成比…30.0％
「不明」と回答した企業の構成比… 5.0％

ＢＳＩ＝
（「上昇」と回答した企業の構成比40.0％）
－（「下降」と回答した企業の構成比30.0％）
　　　　　＝10.0％ポイント

回収率
（％）

対　象
企業数

全　産　業
製　造　業
非 製 造 業
建設業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
サービス業

130
23

107
30
9
6

21
25

122
23
99
24
9
6

20
24

93.8
100.0
92.5
80.0

100.0
100.0
95.2
96.0

回　答
企業数

（単位：社）

現状判断は「下降」が「上昇」を上回る

現状、先行きとも「不足気味」が「過剰気味」を上回る雇用

２０年度は増収見通し

20年
4～6月
前回調査

２０年
7～9月
現状判断

２０年
10～12月
見通し

21年
1～3月
見通し

▲23.4
▲12.5

27.3
▲26.0
▲56.0
▲25.0
▲50.0
▲5.0
▲15.4

▲ 9.0
▲4.3
18.2

▲10.1
▲37.5

11.1
0.0
0.0
0.0

8.2
39.1
18.2

1.0
▲4.2

0.0
33.3
10.0

0.0

2.4
▲8.3
18.2

5.0
▲12.0

37.5
0.0
0.0

11.5
(注）■色字は前回調査時の見通し

6.5
33.3
27.3

0.0
4.0

37.5
0.0
5.0

▲19.2

0.0
▲17.4
▲54.5

4.0
4.2

22.2
0.0

▲15.0
12.5

(単位：％ポイント)

企業の景況判断ＢＳＩ（原数値）　（前期比「上昇」－「下降」社数構成比）

20年度
下期上期

全　産　業
製　造　業
非 製 造 業
建設業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
サービス業

6.1
5.7
6.3

16.6
10.3
1.9
6.3
1.6

6.6
4.8
7.0

26.5
6.7
1.6
6.8
4.3

5.7
6.5
5.5
6.8

13.7
2.2
5.8

▲1.2

7.7
6.8
8.0

20.2
18.0
1.8
7.1
1.8

6.4
6.7
6.3
8.3
8.8
1.5
7.5
4.3

9.0
6.8
9.6

33.3
26.7

2.2
6.6
▲0.7

(注）■色字は前回調査結果

(前年同期比増減率：％)

20年度

全　産　業
製　造　業
非 製 造 業
建設業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
サービス業

4.4
▲18.6

9.8
26.0
26.5
▲58.3
▲0.2
25.9

▲9.0
▲10.3
▲8.7
42.2
6.7

▲35.7
▲24.4
▲1.6

23.1
▲26.7

37.9
9.7

49.7
赤字転化

27.4
7050.0

8.0
▲22.3

15.1
▲11.0
42.1
▲62.3
▲1.4
40.5

▲9.5
▲17.3
▲8.0
88.4
11.4

▲53.2
▲26.0

9.9

31.9
▲27.3

49.3
▲41.3

78.1
赤字転化

26.6
3761.9

(注）■色字は前回調査結果

(前年同期比増減率：％)

（注）石油・石炭、電気・ガス・水道、金融・保険を除く

（注）石油・石炭、電気・ガス・水道、金融・保険を除く

景況判断

調査対象企業の範囲
20年6月末
前回調査

20年9月末
現状判断

20年12月末
見通し

21年3月末
見通し

全　産　業
製　造　業
非 製 造 業
建設業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
サービス業

1.6
▲16.7

6.0
▲20.0

37.5
▲16.7

10.0
19.2

9.0
8.7
9.1

▲12.5
22.2
0.0
0.0

29.2

9.8
17.4
8.1
4.2

22.2
0.0

15.0
4.2

4.0
0.0
5.0
▲4.0
25.0
▲16.7

10.0
7.7

(注）■色字は前回調査時の見通し

0.0
4.2
▲1.0
▲4.0
12.5
▲16.7

10.0
▲7.7

11.5
21.7

9.1
12.5
22.2
16.7

5.0
▲4.2

(単位：％ポイント)

従業員数判断ＢＳＩ（原数値） （期末判断「不足気味」－「過剰気味」社数構成比）

売上高

２０年度は増益見通し経常利益

２０年度は増加見通し設備投資 （注）ソフトウェア投資額及び土地購入額は含まない

全　産　業

全 　 産 　 業

製　造　業

非 製 造 業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

サービス業

46.9
202.8
36.5
70.8

▲22.3
95.2
▲2.2

48.1
334.0
31.8
51.1

153.5
93.6
16.3

46.2
137.0

39.5
79.3
▲91.6

97.0
▲17.3

53.1
167.4
43.7
61.5

▲10.0
80.4
▲23.1

71.7
413.9
46.3
59.0

198.0
86.4
54.2

42.5
45.4
42.3
62.6
▲92.0

74.0
▲58.1

(注）■色字は前回調査結果

(前年同期比増減率：％)

沖縄県内に所在する資本金１千万円以上の法人企業 
●対象企業数：130社
●回答企業数：122社
●回　収　率：93.8％

-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40

H18年
1～3月期

H18年
4～6月期

H18年
7～9月期

H18年
10～12月期

H19年
1～3月期

H19年
4～6月期

H19年
7～9月期

H19年
10～12月期

H20年
1～3月期

H20年
4～6月期

H20年
7～9月期

（現状判断）

H20年
10～12月期
（見通し）

H21年
1～3月期
（見通し）

上
昇

下
降

製造業

全産業

非製造業

-20
-15
-10

-5
0
5

10
15
20
25

不
足
気
味

過
剰
気
味

H18年
3月末

H18年
6月末

H18年
9月末

H18年
12月末

H19年
3月末

H19年
6月末

H19年
9月末

H19年
12月末

H20年
3月末

H20年
6月末

H20年
9月末

（現状判断）

H20年
12月末
（見通し）

H21年
3月末

（見通し）

製造業全産業 非製造業

20年度通期

5.7

4.8

5.7

6.5

5.5

20年度上期 20年度下期

6.1
6.6

7.0

6.3

製造業

全産業

非製造業

製造業

全産業

非製造業

製造業

全産業

非製造業

20年度通期

▲18.6

▲10.3

23.1

▲26.7

37.9

20年度上期 20年度下期

4.4
9.8

▲9.0 ▲8.7

20年度通期

36.5 48.1 31.8 46.2

137.0

39.5

20年度上期 20年度下期

46.9

202.8

334.0

財務部

平
成
20
年
７
〜
９
月
期
沖
縄
管
内
分
の
法
人
企
業
景
気
予
測
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

20
年
７
〜
９
月
期
の
企
業
の
景
況
判
断
Ｂ
Ｓ
Ｉ
を
20
年
４
〜
６
月
期
と
比
較
す
る
と
、全
産
業
で
現
状
判
断
は「
下
降
」が「
上
昇
」

を
上
回
っ
て
い
ま
す
。

製 　 造 　 業

食料品製造業

非 製 造 業

建 　 設 　 業

情 報 通 信 業

運 　 輸 　 業

卸売・小売業

サ ー ビ ス 業

仕事の

窓 1
Point

SHIGOTONO*MADO1
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5

2

4

6

下期上期

20年度
下期上期
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う
る
ま
市
企
業
立
地
促
進
基
本
計
画
を

　
　
経
済
産
業
大
臣
が
同
意（
県
内
第
一
号
）!

経済産業部

仕事の

窓 2
Point

二
階
経
済
産
業
大
臣
は
、う
る
ま
市
長
を
始
め
と
す
る
地
域
の
代
表
者
に
対
し
て
、

企
業
立
地
促
進
法
に
基
づ
く
基
本
計
画
の
同
意
書
を
交
付
し
ま
し
た
。

本
号
で
は
、当
局
管
内
で
初
と
な
る「
う
る
ま
市
企
業
立
地
促
進
基
本
計
画
」に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

【企業立地促進法とは】
　企業立地促進法は、地域の特性を活かした
企業立地促進等を通じ、地域産業活性化の実
現を目指し、昨年６月に施行されました。本法
では、国が示す基本方針に基づき、自治体等
で構成する協議会が基本計画を作成します。
基本計画とは、自治体の「企業立地マニフェ
スト」で、ワンストップ・サービス等の企業立地
支援のための取組を宣言するもので、策定後
は、人材育成、減税措置や低利子融資等の優
遇措置を受けることが可能となります。

同
意
書
交
付
式

１
．同
意
書
交
付
式
及
び
地
域
経
済

産
業
活
性
化
対
話

　

経
済
産
業
省
で
は
、地
方
自
治
体

等
が
策
定
し
た
新
規
５
件
の
基
本
計

画
に
つ
い
て
、関
係
省
庁
と
の
協
議
が

整
っ
た
こ
と
か
ら
、９
月
２
日
に
経
済

産
業
大
臣
室
に
お
い
て
、同
意
書
の
交

付
式
及
び
地
域
経
済
産
業
活
性
化
対

話
を
開
催
し
ま
し
た
。

〈
受
領
者
〉

①
知
念　

う
る
ま
市
長

②
仁
坂　

和
歌
山
県
知
事

③
東　

北
海
道
空
知
支
庁
長

④
中
村　

兵
庫
県
尼
崎
市
副
市
長

⑤
平
田　

鹿
児
島
県
東
京
事
務
所
長

【
地
域
経
済
産
業
活
性
化
対
話
】

　

対
話
で
は
、二
階
大
臣
か
ら「
皆
様

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
敬
意
を
表
し
ま

す
。経
済
産
業
省
は
、企
業
立
地
の
促

進
に
全
力
を
挙
げ
て
お
り
、こ
れ
ま
で

に
１
４
０
件
以
上
の
基
本
計
画
と
総

額
１
兆
２
千
億
円
以
上
が
投
資
さ
れ

て
い
ま
す
。」と
コ
メ
ン
ト
が
あ
り
、知

念
う
る
ま
市
長
は
、「
沖
縄
Ｉ
Ｔ
津
梁

パ
ー
ク
整
備
に
よ
る
８
千
人
の
新
規
雇

用
創
出
と
、も
ず
く
生
産
等
の
農
商
工

連
携
を
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
。」と
意
気
込
み
を
表
明
し
、加
え

て「
国
土
交
通
省
と
の
連
携
に
よ
る
港

湾
整
備
支
援
を
お
願
い
し
た
い
。」と

述
べ
ま
し
た
。

２
．う
る
ま
市
に
お
け
る
企
業
立
地

促
進
計
画
の
概
要
に
つ
い
て

　

う
る
ま
市
で
は
、５
月
に「
う
る
ま

市
企
業
立
地
促
進
協
議
会
」を
設
置

し
、沖
縄
県
及
び
地
域
の
関
係
機
関
と

連
携
し
て
基
本
計
画
を
策
定
し
ま
し

た
。

うるま市企業立地促進基本計画の概要

計画の
ポイント

・沖縄県の中部に位置するうるま市では、製造関連産業（主に中城湾港新港地
区（特別自由貿易地域）など加工交易型産業、農林水産関連産業、機械等製
造産業）、情報通信産業、観光・リゾート関連産業の立地集積を目指す。
・今後、立地企業に必要な人材育成や技術支援などを推進し、産業集積及び雇
用創出を図る。

１．集積区域：うるま市

２．集積業種：
○製造関連産業
○情報通信産業
○観光・リゾート関連産業

３．集積区域における
　　指定業種に係る成果目標
　　（25年度）

○企業立地件数：54社
○製品出荷額増加額：977億円
○新規雇用創出件数：8,500名
○付加価値増加額：330億円

４．目標に向けた
　　事業環境整備等

○企業誘致活動
○人材育成事業

５．企業立地促進協議会
○うるま市、沖縄県、うるま市
商工会、沖縄職業能力開発大
学校、沖縄工業高等専門学
校、㈶おきなわ健康長寿研究
開発センター

10



SHIGOTONO*MADO1

3

5
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4
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『
2
0
0
8
年
版
通
商
白
書
』及
び

『
2
0
0
8
年
版
不
公
正
貿
易
報
告
書
』説
明
会
を
開
催

10 40 15

LDC

30

経済産業部

仕事の

窓 3
Point

経
済
産
業
省
で
は
、平
成
20
年
５
月
８
日
に『
2
0
0
8
年
版
不
公
正
貿
易
報
告
書
〜
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
及
び
経
済
連
携
協
定
・
投
資
協
定

か
ら
見
た
主
要
国
の
貿
易
政
策
〜
』を
、７
月
15
日
に
は『
2
0
0
8
年
版
通
商
白
書
〜
新
た
な
市
場
創
造
に
向
け
た
通
商
国
家
日
本

の
挑
戦
〜
』を
公
表
し
ま
し
た
。

　

経
済
産
業
部
で
は
、今
後
の
沖
縄
経

済
に
お
け
る
国
際
化
の
在
り
方
を
考

え
る
一
助
と
す
る
た
め
、去
る
９
月
１９

日
、経
済
産
業
省
か
ら
通
商
政
策
局

情
報
調
査
課
の
手
嶋
洋
一
氏
、通
商
政

策
局
通
商
機
構
部
の
大
崎
友
和
氏
の

ご
両
人
を
講
師
に
迎
え
、当
局
10
階

会
議
室
に
て
説
明
会
を
開
催
し
ま
し

た
。

『
2
0
0
8
年
版
通
商
白
書
』

　

第
１
章 

困
難
に
直
面
す
る
世
界
経

済
と「
50
億
人
」市
場
に
よ
る
新
た
な

発
展
へ
の
展
望
、第
２
章 

世
界
経
済
の

新
た
な
発
展
を
先
導
す
る「
ア
ジ
ア
大

市
場
」の
創
造
、第
３
章 

地
球
的
課
題

に
対
応
す
る「
持
続
的
発
展
の
た
め
の

市
場
」の
創
造
、第
４
章 

持
続
的
発
展

を
主
導
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
戦
略
の
構
築

の
４
章
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。我
が

国
産
業
の
新
た
な
事
業
展
開
の「
場
」

と「
機
会
」を
提
供
す
る
三
つ
の
市
場

（
中
国
や
イ
ン
ド
、ロ
シ
ア
な
ど
世
界
経

済
の
新
た
な
好
循
環
の
原
動
力
と
な

る「
50
億
人
市
場
」、G
D
P
は
米
国・

Ｅ
Ｕ
並
み
に
拡
大
し
、世
界
の
経
済
発

展
の
基
盤
と
な
る「
ア
ジ
ア
大
市
場
」、

地
球
的
課
題
へ
の
対
応
を
促
進
す
る

「
持
続
的
発
展
の
た
め
の
市
場
」）の
創

造
を
主
導
す
る
我
が
国
の
国
家
戦
略

と
し
て
、「
ア
ジ
ア
経
済・環
境
共
同
体
」

構
想
の
重
要
性
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

『
2
0
0
8
年
版
不
公
正
貿
易
報
告
書
』

　

不
公
正
貿
易
報
告
書
は
、Ｗ
Ｔ
Ｏ
協

定
等
の
国
際
ル
ー
ル
と
の
整
合
性
に
疑

義
の
あ
る
主
要
国
の
貿
易
政
策・措
置

を
指
摘
し
、そ
の
改
善
を
促
す
産
業
構

造
審
議
会
の
年
次
報
告
書
で
あ
り
、経

済
産
業
省
で
は
、今
後
の
通
商
政
策
を

進
め
て
行
く
上
で
当
面
の
優
先
度
が

高
い
と
考
え
る
案
件
及
び
方
針
を「
経

済
産
業
省
の
取
組
方
針
」と
し
て
併
せ

て
公
表
し
て
い
ま
す
。

　

2
0
0
8
年
版
報
告
書
で
は
、各

国
の
貿
易
政
策・措
置
１
１
３
件
に
つ
い

て
、国
際
ル
ー
ル
上
の
問
題
点
や
最
近

の
動
き
に
つ
い
て
紹
介
す
る
他
、Ｗ
Ｔ
Ｏ

紛
争
解
決
手
続
き
に
つ
い
て
詳
細
に
解

説
し
て
い
ま
す
。ま
た
、我
が
国
が
新

た
に
締
結
し
た
４
つ
の
経
済
連
携
協
定

（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）（
日
チ
リ
、日
タ
イ
、日
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
、日
ブ
ル
ネ
イ
）と
１
つ
の
投
資

協
定（
日
カ
ン
ボ
ジ
ア
）に
つ
い
て
紹
介

し
て
い
ま
す
。

　

経
済
産
業
省
の
ホ
ー
ム
ー
ペ
ー
ジ
に

は
、白
書
及
び
報
告
書
の
全
文
が
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、是
非
こ
の
機
会

に
ご
覧
に
な
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

2
0
0
8
年
版
通
商
白
書

http://w
w
w
.m
eti.go.jp/report/ts

uhaku2008/index.htm
l

2
0
0
8
年
版
不
公
正
貿
易
報
告

http://w
w
w
.m
eti.go.jp/report/d

ata/g80508aj.htm
l
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消
費
者
の
安
全
を
守
る
た
め
に

　
　
　

〜
改
正
特
商
法・割
販
法・製
品
安
全
四
法
に
つ
い
て
〜

経済産業部

仕事の

窓 4
Point

振
り
込
め
詐
欺
、悪
質
リ
フ
ォ
ー
ム
業
者
、ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ビ
ジ
ネ
ス
等
、手
を
変
え
、品
を
変
え
、様
々
な
形
態
の
悪
徳
業
者

が
、高
齢
者
だ
け
で
は
な
く
、あ
ら
ゆ
る
世
代
を
狙
っ
て
近
づ
い
て
い
ま
す
。

今
回
、「
規
制
の
抜
け
穴
」を
無
く
す
た
め
、こ
れ
ら
の
事
業
者
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
を
強
化
し
、消
費
者
の
安
全
を
第
一
に

考
え
、「
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
」及
び「
割
賦
販
売
法
」の
一
部
を
改
正
い
た
し
ま
し
た
。

訪
問
販
売
等
に
お
け
る
商
品
・
役
務
は

原
則
す
べ
て
を
対
象
と
し
ま
す

　

規
制
の
後
追
い
か
ら
脱
却
す
る
た
め
、

こ
れ
ま
で
の
指
定
商
品・指
定
役
務
制
を

廃
止
し
、訪
問
販
売
等
で
は
原
則
す
べ
て

の
商
品・役
務
を
規
制
対
象
と
し
、ク
ー

リ
ン
グ
オ
フ
に
な
じ
ま
な
い
商
品
・
役
務

等
は
規
制
の
対
象
か
ら
除
外
し
ま
す
。

　

ま
た
割
賦
の
定
義
を
見
直
し
、こ
れ
ま

で
の「
二
カ
月
以
上
か
つ
３
回
払
い
以
上
」

の
分
割
払
い
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
加
え
、

「
二
カ
月
以
上
後
の
１
回
払
い
、２
回
払

い
」も
規
制
対
象
と
し
ま
す
。

訪
問
販
売
規
制
を
強
化
し
ま
す

　

訪
問
販
売
業
者
に「
契
約
し
な
い
旨
の

意
思
」を
示
し
た
消
費
者
に
対
し
て
は
、

契
約
の
勧
誘
を
す
る
こ
と
を
禁
止
し
ま

す
。ま
た
、通
常
必
要
と
さ
れ
る
量
を
著

し
く
超
え
る
商
品
等
を
購
入
契
約
し
た

場
合
、契
約
後
１
年
間
は
契
約
を
解
除

で
き
る
こ
と
と
し
ま
す（
契
約
者
に
特
別

の
事
情
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
）。

ク
レ
ジ
ッ
ト
規
制
を
強
化
し
ま
す

　

個
別
ク
レ
ジ
ッ
ト
（
個
品
割
賦
購
入

あ
っ
せ
ん
）
を
行
う
事
業
者
は
登
録
制

と
し
、立
入
検
査
、改
善
命
令
な
ど
、行

政
に
よ
る
監
督
規
定
を
導
入
、
ま
た
、

個
別
ク
レ
ジ
ッ
ト
業
者
に
訪
問
販
売

等
を
行
う
加
盟
店
の
勧
誘
行
為
に
つ

い
て
調
査
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
不

適
正
な
勧
誘
が
あ
れ
ば
消
費
者
へ
の

与
信
を
禁
止
し
ま
す
。

　

訪
問
販
売
事
業
者
等
が
虚
偽
説
明

等
に
よ
る
勧
誘
や
過
量
販
売
を
行
っ

た
場
合
、
個
別
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
も

解
約
し
、
す
で
に
支
払
っ
た
お
金
の

返
還
も
請
求
可
能
に
し
ま
す
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
業
者
に
対
し
、
指
定

信
用
情
報
機
関
を
利
用
し
た
支
払
い

能
力
調
査
を
義
務
づ
け
、
消
費
者
の

支
払
い
能
力
を
超
え
る
与
信
契
約
の

締
結
を
禁
止
し
、
与
信
契
約
を
ク
ー

リ
ン
グ
オ
フ
す
れ
ば
販
売
契
約
も
同

時
に
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
等
の
規
制
を

強
化
し
ま
す

　

返
品
の
可
否・条
件
を
広
告
に
表
示

し
て
い
な
い
場
合
は
、八
日
間
、送
料
を

消
費
者
負
担
で
返
品（
契
約
の
解
除
）

を
可
能
に
し
ま
す
。

　

ま
た
、
消
費
者
が
予
め
承
諾
・
請

求
し
な
い
限
り
、
電
子
メ
ー
ル
広
告

の
送
信
を
原
則
的
に
禁
止
（
オ
プ
ト

イ
ン
規
制
）
し
、
電
子
メ
ー
ル
広
告

に
関
す
る
業
務
を
一
括
し
て
受
託
す

る
事
業
者
に
つ
い
て
も
規
制
の
対
象

と
し
ま
す
。
オ
プ
ト
イ
ン
規
制
に
違

反
し
た
場
合
は
、
行
政
処
分
や
罰
則

の
対
象
と
な
り
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社

等
に
対
し
、
個
人
情
報
保
護
法
で
は

カ
バ
ー
さ
れ
て
い
な
い
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
情
報
の
保
護
の
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
義
務
づ
け

る
と
も
に
、
カ
ー
ド
番
号
の
不
正
提

供
・
不
正
取
得
を
し
た
者
等
を
刑
事

罰
の
対
象
と
し
ま
し
た
。

そ
の
他

　

そ
の
他
に
商
品
を
使
用
し
て
い
た
場
合

で
も
、ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が
あ
っ
た
場
合
、事

業
者
が
そ
の
対
価
を
原
則
請
求
で
き
な

く
し
た
り
、違
反
事
業
者
に
対
す
る
罰
則

の
強
化
、ク
レ
ジ
ッ
ト
取
引
の
自
主
規
制
等

を
行
う
団
体
を
認
定
す
る
制
度
の
導
入
、

訪
問
販
売
協
会
に
よ
る
自
主
規
制
の
強

化
を
図
る
等
、消
費
者
の
保
護
を
第
一に

改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
や
割
賦

販
売
法
の
改
正
以
外
で
も
、消
費
生
活

用
製
品
安
全
法
の
改
正
に
よ
り
、長
期

使
用
製
品
安
全
点
検
制
度
が
創
設
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、消
費
者
自
身
に
よ
る
保

守
が
難
し
く
、経
年
劣
化
に
よ
る
重
大

事
故
の
発
生
の
お
そ
れ
が
高
い
も
の
に
つ

い
て
は
、保
守
情
報
の
適
切
な
提
供
と
点

検
実
施
体
制
の
整
備
を
製
造
・
輸
入
業

者
に
求
め
る
こ
と
や
、適
切
な
注
意
喚
起

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、事
故
を
未
然
に
防

止
す
る
等
の
措
置
を
実
施
し
ま
す
。

　

管
内
に
お
き
ま
し
て
も
、製
品
安
全

に
係
る
説
明
会
開
催
や
改
正
法
の
Ｐ
Ｒ

に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、契
約
に

際
し
て
、シ
ス
テ
ム
が
理
解
し
づ
ら
い
、何

か
変
だ
な
？
と
思
わ
れ
た
場
合
に
は
、独

り
で
考
え
こ
ま
ず
に
、左
記
の
番
号
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局

経
済
産
業
部

　

商
務
通
商
課
消
費
者
相
談
室

　

電
話 

0
9
8（
8
6
2
）4
3
7
3
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裁
判
員
制
度
に
向
け
た
施
設
整
備

　
　
　

〜
新
た
な
機
能
確
保
と
利
便
性
の
向
上
〜

開発建設部

仕事の

窓 5
Point

平
成
21
年
５
月
か
ら
新
た
に
導
入
さ
れ
る
裁
判
員
制
度
の
開
始
に
伴
い
、那
覇
地
方
裁
判
所
の
既
存
施
設
を
改
修
・
増
築
し
、

新
た
に
求
め
ら
れ
る
機
能
の
確
保
と
、健
全
な
施
設
機
能
の
維
持
を
目
的
と
し
た
施
設
整
備
を
行
っ
て
い
ま
す
。

増
築
棟
完
成
予
想
図

整
備
内
容

　

既
存
施
設
内
に
新
た
に
２
つ
の
裁

判
員
法
廷
を
確
保
す
る
と
共
に
、
裁

判
員
制
度
に
伴
う
諸
手
続
き
に
必
要

な
事
務
室
等
を
新
た
に
確
保
し
ま

す
。

　

ま
た
、既
存
施
設
内
に
新
た
に
事
務

室
等
を
確
保
す
る
こ
と
で
消
失
し
た

既
存
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
が
必
要
と
な

る
こ
と
か
ら
、既
存
棟
に
隣
接
し
た
場

所
に
増
築
を
行
っ
て
い
ま
す
。増
築
施

設
内
に
は
、オ
ス
ト
メ
イ
ト
対
応
の
ト

イ
レ
や
、
高
齢
者
・
障
害
者
の
方
々
に

配
慮
し
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
備
を
設

け
る
と
共
に
、敷
地
入
口
付
近
に
は
視

覚
障
害
者
の
方
々
の
来
庁
に
配
慮
し

た
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
を
設
置
す
る
な
ど
、

様
々
な
方
々
の
利
用
に
対
応
し
た
整

備
を
行
っ
て
い
ま
す
。

裁
判
員
制
度
に
つ
い
て

　

裁
判
員
制
度
と
は
、
刑
事
裁
判
の

う
ち
、殺
人
罪
、強
盗
致
死
傷
罪
、傷
害

致
死
罪
、現
住
建
造
物
等
放
火
罪
、身

代
金
目
的
誘
拐
罪
な
ど
の
重
大
な
犯

罪
の
疑
い
で
起
訴
さ
れ
た
事
件
を
対
象

に
行
わ
れ
ま
す
。こ
の
裁
判
に
国
民
の

み
な
さ
ん
か
ら
選
ば
れ
た
裁
判
員
が
参

加
す
る
制
度
で
す
。

 

裁
判
で
は
原
則
と
し
て
裁
判
員
６
名

と
裁
判
官
３
人
が
ひ
と
つ
の
事
件
を
担

当
し
ま
す
。裁
判
員
は
、刑
事
裁
判
の

審
理
に
出
席
し
て
証
拠
を
見
聞
き
し
、

裁
判
官
と
協
議
し
て
被
告
人
が
有
罪

か
無
罪
か
を
判
断
し
ま
す
。

　

有
罪
の
場
合
に
は
、さ
ら
に
、法
律
に

定
め
ら
れ
た
範
囲
内
で
、ど
の
よ
う
な

刑
罰
を
宣
告
す
る
か
を
決
定
し
ま
す
。

裁判員の仕事や役割裁判員の仕事や役割
裁判員に選ばれたら，裁判官と一緒に，刑事事件の法廷（公判といいます。）に立
ち会い，判決まで関与することになります。
公判は，連続して開かれます。公判では，証拠書類を取り調べるほか，証人や被告
人に対する質問が行われます。裁判員から，証人等に質問することもできます。

公判に
立ち会う

証拠を全て調べたら，今度は，事実を認定し，被告人が有罪か無罪か，有罪だとし
たらどんな刑にするべきかを，裁判官と一緒に議論し（評議），決定する（評決）こ
とになります。
評議を尽くしても，意見の全員一致が得られなかったとき，評決は，多数決により
行われます（ただし，裁判官，裁判員のそれぞれ1名以上の賛成が必要）。
有罪か無罪か，有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は，裁判官と同じ重みを
持ちます。

評議・評決

評決内容が決まると，法廷で裁判長が判決を宣告することになります。　
裁判員としての役割は終了します。

判決宣告・
職務終了

審　理

評　議

判　決

施設概要
場　　所／沖縄県那覇市樋川１丁目14-1

整備対象／那覇地方裁判所

敷地面積／７，６４８㎡

延床面積／（増築棟）１，０７１㎡

　　　　　（既存棟）７，８００㎡

規模構造／（増築棟）地上３階、鉄骨造

　　　　　（既存棟）地上３階、鉄筋コンクリート造
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「
西
原
町
乗
合
タ
ク
シ
ー・バ
ス
運
行
実
証
実
験
」実
施
中
！

　

〜
平
成
20
年
度
公
共
交
通
活
性
化
総
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
〜

運輸部

仕事の

窓 6
Point

　

平
成
20
年
9
月
1
日
か
ら
、
「
西

原
町
乗
合
タ
ク
シ
ー
・
バ
ス
運
行
実

証
実
験
」
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
実
験
は
、
平
成
20
年
度
公
共
交

通
活
性
化
総
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活
用

し
、
西
原
町
池
田
・
小
波
津
地
域
と

西
原
マ
リ
ン
タ
ウ
ン
内
の
西
原
町
地

区
の
住
民
の
公
共
交
通
の
確
保
方
策

を
調
査
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

ジ
ャ
ン
ボ
タ
ク
シ
ー
と
小
型
バ
ス
に

よ
り
、
西
原
マ
リ
ン
パ
ー
ク
か
ら
役

場
、
商
業
施
設
、
小
波
津
団
地
、
池

田
ハ
イ
ツ
、
小
学
校
、
公
民
館
な
ど

の
西
原
町
内
の
主
要
施
設
を
経
由
し

て
モ
ノ
レ
ー
ル
首
里
駅
を
約
30
分
で

結
ぶ
運
行
ル
ー
ト
が
設
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

従
来
、
西
原
町
池
田
・
小
波
津
地

域
は
、
那
覇
市
近
郊
の
新
興
住
宅
地

で
あ
り
な
が
ら
、
路
線
バ
ス
の
運
行

が
な
い
「
公
共
交
通
空
白
地
域
」
で

あ
っ
た
た
め
、
住
民
の
通
勤
・
通
学

や
通
院
な
ど
の
日
常
生
活
の
移
動
に

支
障
が
生
じ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

中
城
湾
港
マ
リ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
西
原
町
地
区
も
、
住
宅
建

設
が
開
始
さ
れ
た
平
成
15
年
以

来
、
西
原
マ
リ
ン
タ
ウ
ン
内
に

新
し
い
街
が
誕
生
し
つ
つ
あ
る

一
方
、
現
在
の
バ
ス
路
線
は
住

民
の
通
勤
・
通
学
や
通
院
な
ど

の
日
常
生
活
の
移
動
に
は
不
十

公共交通に関わる
アンケートの概要

◆調査対象／西原町内の池田・小波津・兼久の3地域住民と、兼久地域周辺に位置する東崎工業団地就業者
◆調 査 日／《地域住民を対象としたアンケート》 平成19年11月１日（水）～平成19年11月30日（金）
　　　　　　《工業団地就業者を対象としたアンケート》 平成19年12月14日（金）～平成19年12月21日（金）
◆調査方法と回収状況／《地域住民を対象としたアンケート》 配布数：2,746件、回収数：729件、回収率：26.5％
　　　　　　　　　《工業団地就業者を対象としたアンケート》 配布数：250件、回収数：136件、回収率：54.4％

主な
アンケート
結果

分
な
も
の
で
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
西
原
町
は
、
平
成
19

年
度
公
共
交
通
活
性
化
総
合
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
活
用
し
た
「
西
原
町
の
公
共

交
通
空
白
地
域
に
お
け
る
生
活
交
通

の
確
保
方
策
調
査
」
の
結
果
を
踏
ま

え
、
平
成
20
年
6
月
25
日
に
「
西
原

町
地
域
公
共
交
通
会
議
」
を
設
置
し
、

同
年
7
月
30
日
に
今
回
の
運
行
実
証

実
験
の
実
施
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

運
輸
部
で
は
、
同
会
議
で
の
検
討
に

積
極
的
に
参
画
し
、
道
路
運
送
法
等

の
専
門
的
知
見
を
有
す
る
立
場
か
ら
、

運
行
計
画
や
運
行
ル
ー
ト
の
設
定
な

ど
、
様
々
な
助
言
・
指
導
、
調
整
を

行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
同
会
議
に
お
い
て
、
今

回
の
実
験
で
の
利
用
状
況
を
踏
ま
え

て
本
格
的
な
運
行
の
検
討
が
進
め
ら

れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

設問「日常の移動の中での問題点」での回答割合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●通勤・通学の際の移動が不便である　⇒　高校生：81.3％、大学・専門学校生：60.0%、中学生：71.4%、小学生：61.9%
●買物の際の移動が不便である　⇒　70歳以上：30.5％、60歳以上：26.0％
設問「新たな公共交通が導入された場合の利用意向」での回答数　　　　　　　　　　　　　　　　　
●自宅から停留所までの距離が近ければ利用したい⇒336件（1位）
●利用運賃が既存のバスと同等程度（初乗140円）であれば利用したい⇒335件（2位）
設問「新たな公共交通が導入された場合の利用意向（目的地）」での回答数　　　　　　　　　　　　　
●モノレール首里駅⇒450件（1位） ●サンエー西原シティ⇒244件（2位） ●西原町役場⇒81件（3位）　●西原マリンパーク⇒77件（4位）

西
原
町
で
は
、平
成
20
年
9
月
1
日
か
ら
、西
原
マ
リ
ン
パ
ー
ク
と
モ
ノ
レ
ー
ル
首
里
駅
を
約
30
分
で

結
ぶ「
西
原
町
乗
合
タ
ク
シ
ー
、バ
ス
運
行
実
証
実
験
」を
実
施
し
、今
後
の
地
域
住
民
の
公
共
交
通

の
確
保
方
策
を
調
査
・
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
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kyokuno-ugoki 財務部 農林水産部

経済産業部 開発建設部 運輸部

総務部

消費者なら誰もがより良い商品やサ
ービスを求めます。ところが、実際よりも

良く見せかける表示（あらゆる広告その他

の表示）や過大な景品付き販売が行われ

ると、消費者にとって適正な商品やサービ

スは選びにくい環境となってしまいます。

また、このような不当表示や不当景品によ

って商品やサービスが選ばれてしまうと、

本来、行われるはずの品質や価格による公

正な競争も働きません。そこで、公正取引

委員会は消費者の適正な選択を妨げる不

当表示や不当景

品について「景品

表示法」に基づき

規制し、違反行為

者に対して排除

命令を行うなど、

厳正に対処して

います。

公正取引室は同法違反行為

の未然防止を図る観点から、

業界団体等の景品表示法に

関する講習会等に積極的に講

師を派遣しており、去る７月

25日に那覇商工会議所にお

いて沖縄県観光おみやげ品

公正取引協議会会員を対象

に、また、8月22日には沖縄

ハーバービューホテルクラウンプラザにお

いて沖縄県食肉公正取引協議会会員を対

象に景品表示法及びその運用状況につい

て説明を行いました。

　参加した事業者からは景品表示法への

理解を深めるべく活発な質問等がありま

した。

　なお、当室では，広く県民の皆様から商

品やサービスに関する不当な表示等の

情報を受け付けています。

総　務　部 消費者が良い商品・サービスを安心して選べる
環境を守るための取組

経済産業部 「NSPA 2008 OKINAWA
　－国際的なスパに関する会議と展示会－」開催

講　師

会場の様子

２００８年９月７日（日）、８日（月）、沖縄コ
ンベンションセンターにて「NSPA 

2008 OKINAWA」が開催されました

（主催：NPO法人日本スパ振興協会

（NSPA）、共催：沖縄総合事務局経済産業

部、OKINAWA型

産業振興プロジェク

ト推進ネットワーク）。

スパとは、水の利用

を基本とした健康と

美を総合的に提供

する施設やサービ

スを意味します。近

年のストレス社会や

健康ブームを背景

に、世界的にスパの

人気が高まっており、

特に国内有数のリ

ゾート地である沖縄では、スパ施設は国内

最大の伸びを示しています。温暖な気候と

豊かな自然、独特の歴史・文化を有するな

ど、スパに適した多くの要素を持つ沖縄を

国内外に発信し、沖縄の観光振興及び日

本のスパ産業発展に貢献することを目

的に、本イベントは初めて沖縄で開催さ

れました。

　２日間、２７のセミナーの開催の他、ス

パで利用する化粧品やトリートメント用

機器等の展示会が、国内外の４８企業・

団体の出展により行われました。県内か

らは、OKINAWA型産業振興プロジェク

ト推進ネットワーク会員企業を中心に１

０社が出展し、特に月桃やシークヮーサ

ーなど沖縄の素材を使ったマッサージ

オイルによるハンドトリートメントなどの

無料体験コーナーが人気で、２千名を超

える来場者で

にぎわいました。

○景品表示法に関する申告・相談窓口
　内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室
　那覇市おもろまち2-1-1
　那覇第2地方合同庁舎６階
　ＴＥＬ．０９８－８６６－００４９

　　　

左から、那覇市大嶺経済観光部長、宜野湾市伊波市長、沖縄県仲田観光商工部長、
ＮＳＰＡ岡田理事長、沖縄総合事務局市原経済産業部長、アジアパシフィックスパ＆
ウェルネスカウンシル  サマンサ・フォスター会長、OKINAWA型産業振興プロジェ
クト推進ネットワーク  翁長会長

ハンドトリートメントの様子
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新エネルギ－の導入拡大は、地球温
暖化対策としてＣＯ２の排出削減に大きく

貢献することが期待されております。経済

産業部では、うるま市、（独）新エネルギ－・

産業技術総合開発機構との共催により新

エネルギ－等導入に積極的なうるま市に

おいて、８月２５日（月）～２６日(火)にかけ

て、沖縄県中・北部地域における新エネル

ギ－等の導入を促進するため「新エネルギ

－等導入促進セミナ－及び現地研修会」を

開催しました。

　１日目のセミナーにおいては、「新エネ

ルギー政策の新たな方向性」と題して国

立大学法人東京工業大学統合研究院　柏

木孝夫教授（経済産業省総合資源エネル

ギー調査会新エネルギー部会長）による

基調講演を始

め、地元うるま

市で展開され

ている新エネ

ルギー導入の

取り組み事例

等について発

表して頂きました。地元うるま市の職員・

市議会議員・ＮＰＯ等団体等職員を中心

に新エネルギーに関心のある中・北部地

域の方々約１３０名の参加者がありまし

た。

　また、２日目の新エネルギー利用等に

係る現地研修会では、５０名の参加者を

得てうるま市において取り組まれている

中部北環境施設組合の廃棄物発電施設

及び沖縄電力（株）の風力発電施設等を

訪問し現地研修を行いました。

経済産業部 うるま市「新エネルギ－等導入促進セミナ－及び現地研修会」を開催
－沖縄県中・北部地域における新エネルギ－等導入促進に向けて－

運　輸　部

基調講演　柏木孝夫教授

平成20年9月22日、那覇市ぶんかテン
ブス館4階テンブスホールにて、交通エコ

ロジー・モビリティ財団、EST普及推進委

員会、那覇市と共同で、「沖縄EST創発セ

ミナー」を開催しました。

　今回のセミナーは、「2008なはモビリ

ティウィーク＆カーフリーデー」と連携した

イベントとして開催されました。セミナー

では、当部紺野企画室長から「運輸部門の

地球温暖化対策と環境的に持続可能な交

通（EST）の現状について」を報告すると

ともに、名古屋大学大学院の加藤博和准

教授から「環境的に持続可能な交通

（EST）とは何か？どうすれば実現できるの

か？」の講演、カーフリーデージャパンの谷

田貝哲氏から「国内外のモビリティウィー

ク＆カーフリーデーの現状について」の講

演、那覇市都市計画部知花副参事から「那

覇市における誰もが移動しやすいまちづ

くりに向けた取り組みについて」の講演が

ありました。

　また、報告・講演者と参加者を交えた意

見交換が行われ、「欧米のように赤字バス

路線を公的補助で維持するべきではない

か」、「レンタカー利用が多い観光客に対

するEST対策をどう考えるべきか」、「自家

用車の便利さに慣れすぎている沖縄で、

いかにESTを実施していくか」など、有意

義な意見が交わされました。

　今回のセミナーを契機に、沖縄の地

方自治体、交通事業者、一般企業、市民

団体などの皆様が、EST社会の実現に

向けて長期的な視野を持つとともに、地

球温暖化防止など地球環境の改善を目

指す交通対策として、公共交通機関の利

用促進や快適なまちづくりに向けた

様々な取り組みを積極的に実践してい

ただくことが期待されます。

　　　

熱心に講演を聴く参加者加藤博和准教授による講演

会場風景（石川地域活性化センター舞天館）

沖縄県で初めて「沖縄EST創発セミナー」を開催しました
　～クルマに頼り過ぎない、公共交通や自転車・徒歩などで
　　　まちのどこへでも快適に移動できるまちづくりにむけて～

16



kyokuno-ugoki 財務部 農林水産部

経済産業部 開発建設部 運輸部

総務部

9月2日、金融行政に対する理解を深
めてもらうことを目的に、那覇第2地方合
同庁舎において当局主催による「金融庁
業務説明会」が開催され、金融・保険・証券
業界などから約120名の方々が出席され
ました。
　業務説明会では、金融庁総務企画局の
飛田参事官から、『金融行政と地域金融を
巡る動向』と題して、「中小企業金融の円
滑化は金融機関の重要な役割の一つであ
る。金融機関は適切なリスク管理の下、資

金供給の一層の円滑化に努めつつ、財務
の健全性を維持していくことが重要であ
る。金融の円滑と健全性の確保という二つ
の要請を満たすことが金融機関に求めら
れている。」などの説明がありました。
　また、その後地元金融機関トップとの意
見交換会が行われたほか、商工団体や中
小企業者を訪問し、業況や資金繰りの現
況などについての意見交換や株券電子化
など金融庁施策の広報を行いました。

財　務　部 金融庁業務説明会開催
～「金融行政と地域金融を巡る動向」～

会場の様子

農林水産部 「お米の日にちなんだパネル展」を開催

本年度も船員災害の減少と船内にお
ける安全で快適な作業環境、居住環境の
実現を目指して９月１日～３０日の１ヶ月間
を船員労働安全衛生月間とし、「小さな指
摘で大きな成果、明日の未来へ安全航海」
をスローガンに月間中、各種の行事を展
開しました。
　まず、９月１日（月）に沖縄県水産会館に
おいて船員、船舶所有者、関係機関等多数
の参加のもと船員災害防止大会を開催し
ました。大会では、心を新たにして、船員の
災害の絶無と健康の維持を目指した日々
の活動を推進していくこととする大会宣
言がなされ、船員労働安全衛生功績者表
彰として長年、安全衛生活動に取り組んで

いる東亜運輸株式会社の國仲武氏に表彰
状を授与しました。
　この後、「効率から幸率ＵＰ！へ～励まし
屋のセルフコーチング入門」という演題で
ライフコーチ・音楽家の紀々氏による特別
講演が行われました。
　この他、会場には作業用救命衣、安全靴、
救命浮環等、船員の保護具の展示場も開
設され、年々機能が増している保護具に参
加者の関心が集まりました。
　また、月間中は訪船指導員が県内各港
に停泊中の船舶を訪れ、海中転落事故を
防ぐための舷梯（岸壁と船舶を結ぶ梯子）
の設置状況、転倒防止のための床面等の
安全等についての点検指導を行いました。

運　輸　部 平成２０年度船員労働安全衛生月間の実施

　　　

講師

～特別講演の様子～

～会長あいさつ～

会場を訪れた親子づれ

行政情報プラザで開催されたパネル展

農林水産部では、沖縄県、那覇市食
生活改善推進協議会との共催により、去る
８月１８日（月）～２０日（水）の３日間、当局１
階にある行政情報プラザにおいて、「お米
の日にちなんだパネル展」を開催し、約
170名の方々が来場されました。
　例年は沖縄県庁１階県民ホールにおい
て開催していましたが、今年３月に沖縄総
合事務局新庁舎が完成したこともあり、当
局行政情報プラザでの開催となりました。
　このパネル展は、ごはん食は様々な食材
との相性がよく、栄養バランスが優れてお
り、生活習慣病の予防にも役立つといわれ
ていることから、ごはん食の良さを消費者
の方々にご紹介することを目的として行っ
たものです。
　パネル展では、「ごはんで肥満を防ぎまし

ょう！」等のお米に関するパネルを展示する
とともに「知っていますか？私たちのごは
ん！」、「沖縄版食事バランスガイド」等のパ
ンフレットの配布も行いました。
　那覇市食生活改善推進協議会からは、カ
ロリーや脂肪分が表示された「沖縄そば」、
「そーめんチャンプルー」等のフードモデル
の展示と併せて、内臓脂肪等の測定が実施
され、同協議会の推進員から食生活改善に
関するアドバイスが行われました。
　また、パネル展初日には、沖縄県米穀卸
売業者会より提供いただいた沖縄県産（石
垣産ひとめぼれ・新米）おにぎりをアンケー
トに答えた方に試食して頂き好評でした。
　パネル展を通して、ごはん食の良さや沖
縄県産米のＰＲ、食育の推進をすることが
できました。
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4.

農林水産部消費・安全課

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

1819

最
近
、
ス
ー
パ
ー
、
青
果
店
で
販
売

さ
れ
て
い
る
農
産
物
に
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
に

基
づ
く
「
名
称
」、「
原
産
地
」
表
示

の
他
に
特
別
な
栽
培
方
法
に
よ
り
生

産
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
①
有
機
Ｊ
Ａ

Ｓ
マ
ー
ク
、
②
特
別
栽
培
農
産
物
の

表
示
、
③
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
マ
ー
ク

を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
こ
れ
ら
の
マ
ー
ク
や
表
示
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
、
内
容
な

ど
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
こ
れ
ら

の
「
こ
だ
わ
り
」
マ
ー
ク
・
表
示
の

つ
い
た
農
産
物
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
、
買
い
物
の
際
の
参
考
に
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
②
に
つ
い
て
、
農
薬
等
不
使

用
の
場
合
は
、
事
実
に
即
し
て
「
農

薬
・
栽
培
期
間
中
不
使
用
」、「
節
減

対
象
農
薬
・
栽
培
期
間
中
不
使
用
」、

「
化
学
肥
料
（
窒
素
成
分
）・
栽
培
期

間
中
不
使
用
」
と
表
示
し
ま
す
。

　

ま
た
、
節
減
対
象
農
薬
を
使
用
し

た
場
合
は
、
使
用
状
況
を
表
示
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
表
示

が
、
容
器
・
包
装
な
ど
に
表
示
で
き

な
い
場
合
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等

の
情
報
の
入
手
方
法
を
表
示
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
有
機
J
A
S
マ
ー
ク
」

に
つ
い
て

（
１
）
有
機
農
産
物
と
は
？

　

J
A
S
規
格
（
日
本
農
林
規
格
）

の
１
つ
に
「
有
機
農
産
物
の
日
本
農

林
規
格
」
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
規
格
で
は
、
有
機
農
産
物
の
生

産
の
原
則
と
生
産
方
法
の
基
準
及
び

名
称
の
表
示
方
法
を
規
定
し
て
い
ま

す
。
な
お
、
生
産
方
法
の
基
準
の
ポ

イ
ン
ト
と
し
て
、
次
の
３
つ
が
あ
り

ま
す
。

①
た
い
肥
等
で
土
作
り
を
行
い
、
種

ま
き
又
は
植
付
け
前
２
年
以
上
、
禁

止
さ
れ
た
農
薬
や
化
学
肥
料
を
使
用

し
な
い
田
畑
で
栽
培
す
る
。

②
栽
培
期
間
中
も
禁
止
さ
れ
た
農

薬
・
化
学
肥
料
は
使
用
し
な
い
。

③
遺
伝
子
組
換
え
技
術
を
使
用
し
な

い
。「

エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー

マ
ー
ク
」
に
つ
い
て

（
１
）
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
と
は
？

　
「
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式

の
導
入
に
関
す
る
法
律
」に
基
づ
き
、

持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
（
土

づ
く
り
、
化
学
肥
料
・
化
学
農
薬
の

低
減
を
一
体
的
に
行
う
生
産
方
式
）

を
導
入
す
る
計
画
を
立
て
、
都
道
府

県
知
事
の
認
定
を
受
け
た
農
業
者
の

こ
と
で
す
。

（
２
）
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
マ
ー
ク
の

使
用
方
法
は
？

　

エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
マ
ー
ク
は
、
エ

コ
フ
ァ
ー
マ
ー
に
限
り
使
用
で
き
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
導
入
計
画
に

基
づ
き
生
産
さ
れ
た
農
産
物
に
添
付

す
る
シ
ー
ル
・
容
器
包
装
・
包
装
箱
、

ポ
ス
タ
ー
、
チ
ラ
シ
、
ワ
ッ
ペ
ン
、

名
刺
等
に
使
用
で
き
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

（
２
）
有
機
J
A
S
マ
ー
ク
を
貼
付

す
る
に
は
？

　

農
林
水
産
大
臣
に
申
請
し
て
、
登

録
さ
れ
た
「
登
録
認
定
機
関
」
に
有

機
農
産
物
の
生
産
者
が
認
定
の
申
請

を
行
い
ま
す
。
認
定
の
申
請
を
受
け

た
登
録
認
定
機
関
は
、
書
類
審
査
及

び
実
地
検
査
を
行
い
、
条
件
を
満
た

し
て
い
る
場
合
「
認
定
事
業
者
」
と

し
て
認
定
し
ま
す
。
そ
し
て
、
認
定

を
受
け
た
有
機
農
産
物
の
生
産
者

は
、
生
産
の
記
録
等
に
基
づ
い
て
自

ら
生
産
し
た
農
産
物
を
格
付
け
し
、

有
機
J
A
S
マ
ー
ク
を
貼
付
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

（
３
）有
機
J
A
S
マ
ー
ク
の
意
味
は
？

　

太
陽
と
雲
と
植
物
を
イ
メ
ー
ジ
し

た
マ
ー
ク
で
す
。
農
薬
や
化
学
肥
料

な
ど
の
化
学
物
質
に
は
頼
ら
な
い
で
、

自
然
界
の
力
で
生
産
さ
れ
た
食
品
を

表
し
て
お
り
、
農
産
物
や
畜
産
物
の

ほ
か
、
こ
れ
ら
を
原
料
と
し
た
加
工

食
品
に
も
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、「
有
機
J
A
S
マ
ー
ク
」

が
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、「
有

機
」、「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
」
又
は
こ
れ

と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
す
る
こ
と
は

で
き
ま

せ
ん
。

（
３
）
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
マ
ー
ク
の

意
味
は
？

　
「
ｅ
ｃ
ｏ
」
の
文
字
と
「
地
球
」・

「
∞
」
を
モ
チ
ー
フ
に
持
続
性
の
高

い
農
業
生
産
方
式
に
取
り
組
む
農
業

者
の
積
極
的
な
姿
勢
と
広
が
り
を
ア

ピ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。「
笑
顔
」
は

地
球
環
境
へ
の
や
さ
し
さ
や
農
産
物

の
「
安
心
感
」、「
親
し
み
や
す
さ
」

を
表
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

「
特
別
栽
培
農
産
物
の

表
示
」
に
つ
い
て

 

（
１
）
特
別
栽
培
農
産
物
と
は
？

　
「
特
別
栽
培
農
産
物
に
係
る
表
示

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
き
、
そ

の
農
産
物
が
生
産
さ
れ
た
地
域
の
慣

行
レ
ベ
ル
（
各
地
域
の
慣
行
的
に
行

わ
れ
て
い
る
節
減
対
象
農
薬
及
び
化

学
肥
料
の
使
用
状
況
）
に
比
べ
て
、

①
節
減
対
象
農
薬
の
使
用
回
数
が
５

割
以
下

②
化
学
肥
料
の
窒
素
成
分
量
が
５
割

以
下

の
二
つ
の
要
件
を
双
方
満
た
す
栽
培

方
法
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
農
産
物
を

い
い
ま
す
。　
　

 

（
２
）
特
別
栽
培
農
産
物
の
表
示
内

容
は
？

　
「
農
林
水
産
省
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
よ
る
表
示
」
と
表
示
し
て

①
特
別
栽
培
農
産
物
又
は
「
特
別
栽

培
○
○
」（
○
○
は
農
産
物
の
名
称
）、

②
節
減
対
象
農
薬
・
当
地
比
○
割
減
、

化
学
肥
料
（
窒
素
成
分
）・
△
割
減

③
栽
培
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
、

住
所
及
び
連
絡
先

④
確
認
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
、

住
所
及
び
連
絡
先

を
表
示
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

①
有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
マ
ー
ク
、

②
特
別
栽
培
農
産
物
の

表
示
、
③
エ
コ
フ
ァ
ー

マ
ー
マ
ー
ク
に
つ
い
て
ご

存
じ
で
す
か
？

（参考）沖縄における認定件数
有機認定事業者 １９件（平成２０年６月３０日現在） ＊ 1
特別栽培農産物 ６８件（平成２０年２月１５日現在） ＊ 2
エコファーマー ２６２件（平成２０年３月末）　 ＊ 3

　　　　　　 （件数：＊1,3 は農林水産省ホームページ、＊2は沖縄県ホームページから）

こだわり農産物のお話
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Ⅲ
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最
近
、
ス
ー
パ
ー
、
青
果
店
で
販
売

さ
れ
て
い
る
農
産
物
に
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
に

基
づ
く
「
名
称
」、「
原
産
地
」
表
示

の
他
に
特
別
な
栽
培
方
法
に
よ
り
生

産
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
①
有
機
Ｊ
Ａ

Ｓ
マ
ー
ク
、
②
特
別
栽
培
農
産
物
の

表
示
、
③
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
マ
ー
ク

を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
こ
れ
ら
の
マ
ー
ク
や
表
示
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
、
内
容
な

ど
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
こ
れ
ら

の
「
こ
だ
わ
り
」
マ
ー
ク
・
表
示
の

つ
い
た
農
産
物
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
、
買
い
物
の
際
の
参
考
に
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
②
に
つ
い
て
、
農
薬
等
不
使

用
の
場
合
は
、
事
実
に
即
し
て
「
農

薬
・
栽
培
期
間
中
不
使
用
」、「
節
減

対
象
農
薬
・
栽
培
期
間
中
不
使
用
」、

「
化
学
肥
料
（
窒
素
成
分
）・
栽
培
期

間
中
不
使
用
」
と
表
示
し
ま
す
。

　

ま
た
、
節
減
対
象
農
薬
を
使
用
し

た
場
合
は
、
使
用
状
況
を
表
示
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
表
示

が
、
容
器
・
包
装
な
ど
に
表
示
で
き

な
い
場
合
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等

の
情
報
の
入
手
方
法
を
表
示
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
有
機
J
A
S
マ
ー
ク
」

に
つ
い
て

（
１
）
有
機
農
産
物
と
は
？

　

J
A
S
規
格
（
日
本
農
林
規
格
）

の
１
つ
に
「
有
機
農
産
物
の
日
本
農

林
規
格
」
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
規
格
で
は
、
有
機
農
産
物
の
生

産
の
原
則
と
生
産
方
法
の
基
準
及
び

名
称
の
表
示
方
法
を
規
定
し
て
い
ま

す
。
な
お
、
生
産
方
法
の
基
準
の
ポ

イ
ン
ト
と
し
て
、
次
の
３
つ
が
あ
り

ま
す
。

①
た
い
肥
等
で
土
作
り
を
行
い
、
種

ま
き
又
は
植
付
け
前
２
年
以
上
、
禁

止
さ
れ
た
農
薬
や
化
学
肥
料
を
使
用

し
な
い
田
畑
で
栽
培
す
る
。

②
栽
培
期
間
中
も
禁
止
さ
れ
た
農

薬
・
化
学
肥
料
は
使
用
し
な
い
。

③
遺
伝
子
組
換
え
技
術
を
使
用
し
な

い
。「

エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー

マ
ー
ク
」
に
つ
い
て

（
１
）
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
と
は
？

　
「
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式

の
導
入
に
関
す
る
法
律
」に
基
づ
き
、

持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
（
土

づ
く
り
、
化
学
肥
料
・
化
学
農
薬
の

低
減
を
一
体
的
に
行
う
生
産
方
式
）

を
導
入
す
る
計
画
を
立
て
、
都
道
府

県
知
事
の
認
定
を
受
け
た
農
業
者
の

こ
と
で
す
。

（
２
）
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
マ
ー
ク
の

使
用
方
法
は
？

　

エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
マ
ー
ク
は
、
エ

コ
フ
ァ
ー
マ
ー
に
限
り
使
用
で
き
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
導
入
計
画
に

基
づ
き
生
産
さ
れ
た
農
産
物
に
添
付

す
る
シ
ー
ル
・
容
器
包
装
・
包
装
箱
、

ポ
ス
タ
ー
、
チ
ラ
シ
、
ワ
ッ
ペ
ン
、

名
刺
等
に
使
用
で
き
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

（
２
）
有
機
J
A
S
マ
ー
ク
を
貼
付

す
る
に
は
？

　

農
林
水
産
大
臣
に
申
請
し
て
、
登

録
さ
れ
た
「
登
録
認
定
機
関
」
に
有

機
農
産
物
の
生
産
者
が
認
定
の
申
請

を
行
い
ま
す
。
認
定
の
申
請
を
受
け

た
登
録
認
定
機
関
は
、
書
類
審
査
及

び
実
地
検
査
を
行
い
、
条
件
を
満
た

し
て
い
る
場
合
「
認
定
事
業
者
」
と

し
て
認
定
し
ま
す
。
そ
し
て
、
認
定

を
受
け
た
有
機
農
産
物
の
生
産
者

は
、
生
産
の
記
録
等
に
基
づ
い
て
自

ら
生
産
し
た
農
産
物
を
格
付
け
し
、

有
機
J
A
S
マ
ー
ク
を
貼
付
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

（
３
）有
機
J
A
S
マ
ー
ク
の
意
味
は
？

　

太
陽
と
雲
と
植
物
を
イ
メ
ー
ジ
し

た
マ
ー
ク
で
す
。
農
薬
や
化
学
肥
料

な
ど
の
化
学
物
質
に
は
頼
ら
な
い
で
、

自
然
界
の
力
で
生
産
さ
れ
た
食
品
を

表
し
て
お
り
、
農
産
物
や
畜
産
物
の

ほ
か
、
こ
れ
ら
を
原
料
と
し
た
加
工

食
品
に
も
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、「
有
機
J
A
S
マ
ー
ク
」

が
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、「
有

機
」、「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
」
又
は
こ
れ

と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
す
る
こ
と
は

で
き
ま

せ
ん
。

（
３
）
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
マ
ー
ク
の

意
味
は
？

　
「
ｅ
ｃ
ｏ
」
の
文
字
と
「
地
球
」・

「
∞
」
を
モ
チ
ー
フ
に
持
続
性
の
高

い
農
業
生
産
方
式
に
取
り
組
む
農
業

者
の
積
極
的
な
姿
勢
と
広
が
り
を
ア

ピ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。「
笑
顔
」
は

地
球
環
境
へ
の
や
さ
し
さ
や
農
産
物

の
「
安
心
感
」、「
親
し
み
や
す
さ
」

を
表
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

「
特
別
栽
培
農
産
物
の

表
示
」
に
つ
い
て

 

（
１
）
特
別
栽
培
農
産
物
と
は
？

　
「
特
別
栽
培
農
産
物
に
係
る
表
示

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
き
、
そ

の
農
産
物
が
生
産
さ
れ
た
地
域
の
慣

行
レ
ベ
ル
（
各
地
域
の
慣
行
的
に
行

わ
れ
て
い
る
節
減
対
象
農
薬
及
び
化

学
肥
料
の
使
用
状
況
）
に
比
べ
て
、

①
節
減
対
象
農
薬
の
使
用
回
数
が
５

割
以
下

②
化
学
肥
料
の
窒
素
成
分
量
が
５
割

以
下

の
二
つ
の
要
件
を
双
方
満
た
す
栽
培

方
法
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
農
産
物
を

い
い
ま
す
。　
　

 

（
２
）
特
別
栽
培
農
産
物
の
表
示
内

容
は
？

　
「
農
林
水
産
省
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
よ
る
表
示
」
と
表
示
し
て

①
特
別
栽
培
農
産
物
又
は
「
特
別
栽

培
○
○
」（
○
○
は
農
産
物
の
名
称
）、

②
節
減
対
象
農
薬
・
当
地
比
○
割
減
、

化
学
肥
料
（
窒
素
成
分
）・
△
割
減

③
栽
培
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
、

住
所
及
び
連
絡
先

④
確
認
責
任
者
の
氏
名
又
は
名
称
、

住
所
及
び
連
絡
先

を
表
示
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

①
有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
マ
ー
ク
、

②
特
別
栽
培
農
産
物
の

表
示
、
③
エ
コ
フ
ァ
ー

マ
ー
マ
ー
ク
に
つ
い
て
ご

存
じ
で
す
か
？

（参考）沖縄における認定件数
有機認定事業者 １９件（平成２０年６月３０日現在） ＊ 1
特別栽培農産物 ６８件（平成２０年２月１５日現在） ＊ 2
エコファーマー ２６２件（平成２０年３月末）　 ＊ 3

　　　　　　 （件数：＊1,3 は農林水産省ホームページ、＊2は沖縄県ホームページから）

こだわり農産物のお話



内閣府だより2008

　

沖
縄
県
が
国
内
外
の
情
報
通

信
産
業
の
一
大
拠
点
の
形
成
を
目

指
す
ビ
ッ
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
沖

縄
Ｉ
Ｔ
津
梁
パ
ー
ク
」。

　

去
る
、平
成
20
年
10
月
14
日
に
、

建
設
予
定
地
の
う
る
ま
市
に
て
、

起
工
式
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
ま

し
た
。本
記
事
で
は
、
当
パ
ー
ク

に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

●
Ｉ
Ｔ
津
梁
パ
ー
ク
と
は

　

Ｉ
Ｔ
津
梁
パ
ー
ク
は
、沖
縄
県
が

一
部
国
の
補
助
を
受
け
、
う
る
ま

市
・
洲
崎
の
中
城
湾
港
新
港
地

区
に
整
備
を
進
め
て
い
る
事
業
で
、

敷
地
面
積
は
約
17
・
3
ヘ
ク
タ
ー
ル
。

東
京
ド
ー
ム
約
13
個
分
に
相
当
す

る
広
さ
で
す
。

　

当
パ
ー
ク
の
完
成
に
よ
り
、沖
縄

Ｉ
Ｔ
産
業
の
高
度
化
・
集
積
や
、

ア
ジ
ア
諸
国
と
の
津
梁
（
架
け
橋
）

機
能
を
生
か
し
た
相
互
ビ
ジ
ネ
ス

の
拡
大
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
各
施
設
の
機
能

　

当
パ
ー
ク
は
、
中
核
支
援
施
設

と
民
間
施
設
（
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
）
か

ら
構
成
さ
れ
ま
す
。

　

中
核
支
援
施
設
は
、Ｉ
Ｔ
津
梁

パ
ー
ク
の
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
施
設
と

し
て
、Ａ
Ｓ
Ｐ・
コ
ン
テ
ン
ツ
配
信
セ

ン
タ
ー
、ユ
ビ
キ
タ
ス
特
区
セ
ン
タ
ー
、

オ
フ
シ
ョ
ア
コ
ア
セ
ン
タ
ー
な
ど
民

間
Ｉ
Ｔ
業
務
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
機

能
の
ほ
か
、会
議
室
、研
修
室
、食

堂
、売
店
、保
育
所
な
ど
の
共
用
施

設
が
備
わ
り
ま
す
。平
成
21
年
度

ま
で
に
2
棟
が
建
設
さ
れ
ま
す
。

　

民
間
施
設
は
、
入
居
を
希
望
す

る
民
間
企
業
等
に
対
し
て
県
か
ら

貸
与
さ
れ
ま
す
。主
に
、ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
開
発
企
業
や
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
、

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
等
の
入
居
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。平
成
22
年
度
ま

で
に
13
棟
が
建
設
さ
れ
ま
す
。

●
整
備
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

平
成
21
年
3
月
ま
で
に
、
中
核

支
援
施
設
Ａ
棟
及
び
民
間
施
設

4
棟
の
建
設
を
行
い
、一部
は
、
同

年
4
月
か
ら
供
用
開
始
さ
れ
る
予

定
で
す
。

　

残
る
中
核
支
援
施
設
Ｂ
棟
や
民

間
施
設
は
、来
年
度
以
降
、段
階
的

に
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
なって
お
り
、

I
T
津
梁
パ
ー
ク
全
体
は
、平
成
23

年
の
完
成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

●
そ
の
他

　

当
パ
ー
ク
は
、沖
縄
特
別
自
由
貿

易
地
域
内
に
建
設
さ
れ
て
お
り
、ま

た
周
辺
に
は
製
造
業
や
バ
イ
オ
産

業
等
の
集
積
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か

ら
、
今
後
Ｉ
Ｔ
産
業
と
の
連
携
に
よ

る
産
業
の
成
長
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、う
る
ま
市
は
、沖
縄
振
興

特
別
措
置
法
に
基
づ
く
情
報
通
信

産
業
振
興
地
域
・
産
業
高
度
化
地

域
の
税
制
優
遇
措
置
や
、
企
業
立

地
促
進
法
に
基
づ
く
支
援
措
置
も

受
け
ら
れ
る
こ
と
に
なって
い
ま
す
。

●
本
パ
ー
ク
に
関
す
る
お
問
合
せ

沖
縄
県
観
光
商
工
部
情
報
産
業

振
興
課
（
電
話
０
９
８
・
８
６
６
・

２
５
０
３
）

（
本
記
事
の
内
容
は
予
定
で
あ
り
、
今
後
の

国
・
県
の
財
政
事
情
等
に
よ
り
、
変
更
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

「沖縄ＩＴ津梁パーク」の整備始まる

起工式

完成予想図

IT津梁パーク

し
ん
り
ょ
う

20



i n format ionお 知 ら せ
１１月は下請取引適正化推進月間です。

親事業者と下請事業者との取引（下請取引）については，「下請代金支払遅延等防止法」や「下
請中小企業振興法」による振興基準において，親事業者（発注者）の義務や禁止行為などのルー
ルが定められています。国では，定期的に下請取引の実態を調査するなど，下請取引適正化のた
めの指導を行っています。

11月は下請取引適正化推進月間です。この期間内には，全国各地において下請取引適正化推進講習会（参
加費無料）を開催するほか、全国の公正取引委員会の地方事務所等や経済産業局で、下請取引に関する相
談等にも応じています。詳しくは以下の連絡先にお問い合わせ下さい。

総　務　部　公正取引室　℡098－866－0049
経済産業部　中小企業課　℡098－866－1755

平成20年度下請取引適正化推進月間キャンペーン標語

「下請法 知らなかったじゃ すまされない」
守って築く会社の信用

下請代金支払遅延等防止法 下請中小企業振興法

【親事業者の義務】
●取引条件等を記載した注文書の交付
●下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
●下請代金の支払期日を定めること
●遅延利息の支払

【親事業者の禁止行為】
●受領拒否
●下請代金の支払遅延
●下請代金の減額
●返品
●買いたたき
●物の購入強制・役務の利用強制
●報復措置
●有償支給原材料等の対価の早期決済
●割引困難な手形の交付
●不当な経済上の利益の提供要請
●不当な給付内容の変更・やり直し

【振興基準】
●下請事業者の生産性の向上及び
　製品若しくは情報成果物の品質若しくは
　性能又は役務の品質の改善

●親事業者の発注分野の明確化及び
　発注方法の改善

●下請事業者の施設又は設備の導入，
　技術の向上及び事業の共同化

●対価の決定の方法，納品の検査の方法
　その他取引条件の改善

●下請事業者の連携の推進

お詫びと訂正
関係者の皆様に対し、
ご迷惑をおかけしました。
訂正してお詫び致します。

2008年9月・10月号群星【正誤表】 5P　資料
　　　誤）首里城公園開園（H2年）
　　　正）首里城公園開園（H4年）
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